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○議長（山本研一） 

皆さんおはようございます。 

これより令和５年開成町議会９月定例会議を開会いたします。 

午前９時００分 開議 

○議長（山本研一） 

ただいまの出席議員は１２名です。定足数に達しておりますので、直ちに本日の

会議を開きます。 

９月定例会議の議事日程案につきましては、お手元に送付のとおり、去る８月２

８日に、開催されました。議会運営委員会において決定されたものです。 

お手元に送付のとおりで、御異議ございませんか。 

 （「異議なし」という者多数） 

○議長（山本研一） 

御異議なしと認め、９月定例会議の議事日程につきましては、議事日程表のとお

り決定いたしました。 

なお、本定例会において、マスクの着用については、議員、町執行者ともに、御

本人の判断といたします。 

直ちに日程に入ります。 

日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

開成町議会会議規則１２２条の規定により、議長において、１１番、前田せつよ

議員。１番、清水友紀議員の両名を指名します。 

日程第２ 一般質問を行います。 

質問の順序は、通告順に行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 （「異議なし」という者多数） 

○議長（山本研一） 

異議なしと認めます。よって、一般質問は通告順に行うことに決まりました。 

それでは、一般質問に入りますが、質問、答弁は簡潔にお願いします。 

１０番、山下純夫議員、どうぞ。 

○１０番（山下純夫） 

おはようございます。１０番議員、山下純夫です。通告に従いまして質問いたし

ます。 

開成町に急行が停車するようになり４年が経過いたしました。開成駅の乗降客数

は、急行停車以前の２０１８年は、１万１，４１４人、そして２０１９年には１万

２，３５０人まで伸びました。その後、コロナの影響で減少、昨年は１万１，７６

６人まで戻ったものの、コロナ前の状況には至っていません。 

なお、先ほどの数字は小田急電鉄のホームページ及び情報統計リサーチによりま

す。 

このまま利用者の大幅増加が見込まれなければ、かつてのように開成駅を通過す

る快速急行が設定されて開成駅の利便性が低下する懸念さえあります。また、現状
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では、急行停車による利便性の向上は、新松田駅での乗り換え不要という利用者個

人レベルでのメリットにとどまり、町の発展に十分つながっていません。今後の町

の発展には、民間の投資が不可欠ですが、駅の乗降客数は、民間企業が投資先を決

定する際の意思決定にも影響を与えると思われます。 

そう考えると、駅の乗降客数を増加させることが、町の発展にも寄与するはずで

す。 

そこで町として乗降客数を増加させるためにどのようなことを考えているかにつ

いて、以下の３点を問います。 

１、開成駅に通じる移動手段、特に南北を結ぶ路線拡充の考えは。 

２、町民はもちろん、他の市町からの利用者も増加させる、パークアンドライド

拡充に関する町の考えは。 

３、観光その他の乗降客数増加策は。 

以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（山本研一） 

町長。 

○町長（山神 裕） 

山下議員からの１つ目の御質問、開成駅に通じる移動手段、特に南北を結ぶ路線

拡充の考えは、について、お答えいたします。 

開成駅は、１９８５年、昭和６０年の３月、小田急線内６８番目の駅として開業

しました。 

２０１９年、平成３１年３月、ホームの１０両編成対応工事完了に伴い、全ての

急行の停車駅となり、今日に至っております。 

町の南北を結ぶバス路線の拡充につきましては、民間企業として採算が取れるか

どうかが一番の課題になると考えます。 

客観的に見れば、見込まれる利用客数、運転手確保の困難さ、エネルギー価格の

上昇などを踏まえますと、実現性は低いと言わざるを得ません。 

また、全国の市町村でも同様の事情を抱えている地域は少なくありませんが、自

治体による財政的な補助によって、路線を維持することが１つの選択肢となってい

るという現実があります。 

それよりも、現在運航中の巡回バスの運行内容、具体的には、ルート本数、停留

所等の見直しにより、町民の皆様の日常生活における移動手段の確保、利便性の向

上を図ることが現実的な対策ではないかと考えられます。 

また、将来に向けて、デマンド型バス導入の可能性も検討していきたいと考えて

おります。 

２つ目の御質問、町民はもちろん、他の市町からの利用者も増加させるパークア

ンドライド拡充に関する町の考えは、についてお答えいたします。 

現在も開成駅西口及び東口に複数の平面駐車場があります。小田急線の急行停車

駅として、徒歩数分内の立地にあることを踏まえれば、既にパークアンドライドに
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資する駐車場は存在すると考えております。将来的には、駅前通り線周辺地区土地

区画整理事業により整備される駅前通り線の沿道もしくはその周辺において、立体

を含む駐車場を確保することが、町のにぎわいのため、そして私が構想を描いてお

ります図書館を核とする複合施設や、その他、商業施設の利用の利便性向上のため

にも不可欠であると考えております。 

その結果として、パークアンドライドを目的とする利用も十分に想定されます。 

３つ目の観光その他の乗降客数増加策はについてお答えいたします。 

開成町で開催している。開成町あじさいまつり、瀬戸屋敷ひなまつりの開催期間

中は、開成駅とお祭り会場の間をシャトルバスが運行し、開成駅を御利用される来

場者の交通手段を確保しております。 

また、開成あじさいまつりでは、例年、小田急電鉄さんの御協力により、ロマン

スカーが開成駅に臨時停車しております。 

今年は脱炭素の取組として、公共交通機関を御利用いただいた来場者に対しまし

て、瀬戸屋敷の入園割引等の特典を付与し、開成町の特産品が当たるダブルチャン

スの抽せんも実施しました。 

このような取組が公共交通機関による来場者が前年比増加したことの１つの要因

とも考えられます。 

今後もシャトルバスの運行を継続するとともに、民間の交通事業者などとの協議

を通じまして、公共交通機関の利用を一段と促す取組を検討してまいります。 

また、お祭り期間中以外においては、町の巡回バスが観光拠点までの移動手段と

して活用いただけることから、その利用を促進してまいります。 

以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（山本研一） 

１０番、山下議員。 

○１０番（山下純夫） 

町長より一定の答弁をいただきましたので、改めて再質問を１つずつ順を追って

していきたいと思います。 

開成駅に通じる移動手段、特に南北を結ぶ路線についてという最初の質問ですが、

当面は、バスの利便性の向上、巡回バスの利便性の向上で、後々はデマンド型のバ

スというようなことを今、町長からお答えいただいたと思います。 

現在の福祉バス、コミュニティバスは、福祉バスの形を取っていますので料金が

発生しません。よって、ドライバーの方が二種免許を要しないというメリットがあ

るものの、現在、コロナの影響もあるとはいえ、令和３年の実績で、１日平均２６

名ということになっております。目標の４５人というところの５６％程度でしかあ

りません。これはやはり巡回型になりますと、お客さんが乗っていなくても、車を

走らせないといけませんので、どうしても無駄な燃料代、先ほど町長からもありま

したように、今、ディーゼルであっても、かつてのハイオクのような価格になって

おりますので、やはりそこの無駄は削っていきたいというところですが、デマンド
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型は、いろいろな種類がある中で、多くは地元のタクシー事業者等に運行を依頼し

ているものが多いと思うんですが、全国ハイヤータクシー連合会の調べで、２０１

９年から２１年までの僅か２年間で、４万人のドライバーが減少しています。この

近辺も、その例に漏れず、空車といいますか、車はあるんだけどドライバーがいな

いせいで回っていないというような現象が見られます。 

デマンド型が確かに無駄がなく、停留所も多く作れるところから、利便性もいい

と思うんですが、そういったこともあって、また、様々なタイプのデマンド型のも

のがありますＡＩを使ったものですとか、例えばアイシンの、チョイソコを利用し

たシステムは、長崎の島原等で利用されています。この辺りいろいろな種類がある

中で町長が具体的に考えてらっしゃるものがあれば、教えていただきたいと思いま

す。 

○議長（山本研一） 

町長。 

○町長（山神 裕） 

デマンド型のお話をさせていただく前に、まず１日当たり２６名と、目標４５名

ということにつきましては、実際目標に届いてないという事実はあります。よって、

その原因をまず探っていかなければいけないと思います。 

両面あると思うんですけども、使い勝手が悪いから利用されないのか、要はニー

ズを掘り起こし切れていないのかと。または、そもそも開成町は、面積は県下で一

番小さい町でもありますので、そういう巡回バスであったり、それはデマンド型も

含めて、生活の足を確保する上で、本当にこういう手段として有効なのか等々をこ

れからいろいろと検証していきたいと考えております。 

ドライバー不足につきましては、我々も先月来、将来的な町内の移動手段の確保、

あるべき姿を探るために、そのように言われているドライバー不足というものが果

たしてどのぐらいのものかということを確認すべく、取りあえず民間交通事業者３

社に関係各課と行ってまいりまして、事実をいろいろな視点から確認しておるとこ

ろです 

御指摘もありました通りですけども私個人的な印象としては、想像以上にドライ

バー不足は非常に深刻であるという印象はまずもって受けております。 

それで問合せいただきましたデマンド型なんですけども、一部繰り返しになりま

すが、デマンド型ありきではなくて、要は高齢者の皆様であったり、障がいがある

方、または昨今は、塾通いの小学生、中学生の生活の足というものも、町が提供し

ていくかどうかとか、そういうニーズの確認と巡回バスがいいのか、デマンド型が

いいのか、はたまた昨今、いろいろと話題になり始めているライドシェアとか、そ

の他の選択肢も含めて、今まさに検討を始めた段階でございまして、どのようなデ

マンド型という意味では、１つ言えるのは、私も全国各地の事例を調べたり見たり

しておりますけども、町の面積の狭さからいって、ＡＩ搭載とかというのは、そこ

までの必要性というか、当然費用対効果になりますけど、乏しいのではないかと考
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えておるのと。あと仮にそういうＡＩを搭載したような、より効率的な運行を目指

すのであれば、やはり広域連携というものが当然取組の上では必要になってくるん

ではないかとは考えておりますが、その点も、すみません。繰り返しなんですけど、

まだこれからいろいろ検証してまいりたいと思っております。 

以上です。 

○議長（山本研一） 

１０番、山下議員。 

○１０番（山下純夫） 

今、町長からいろいろ状況をお示しいただきましたけども、使い勝手という意味

で言えば、時刻表を見たレベルで検証すると、例えば、開成駅を今の近い時間、午

前９時２４分に出る福祉バス、コミュニティバスで、この町役場まで来ると、時刻

表では９時３４分に到着することになります。そして同じように、コミュニティバ

スを使って、また開成駅に戻ろうと思うと、次の便が１１時１６分、間、１時間４

２分あります。この庁舎で様々用事があって来られると思うんですけど、例えば、

図書室の利用等であればそのくらいの時間は十分使えるのかなと思うんですが、役

場窓口であった場合は相当間が空いて、どうしても使い勝手が良いとは言えない状

況があると思います。 

福祉バスであり、単なる効率とか、採算だけでは語れない部分があって、行政が

やるものですから、もちろんそこは交通弱者に寄り添うというところが必要ですの

で、先ほどは効率な話もしましたけども、ぜひその辺りの利便性のことも少し確認

をしていただいて、現在、どうもドライバーさんもぎりぎりのところで回してるよ

うな状況ですので、幸い先ほど言いましたように二種免許を必要としませんので、

この辺りは、ぜひともドライバーと車の拡充をして、町長が言われました塾帰りで

すとか、あとは朝、駅に高校生送ってこられる親御さん結構いらっしゃるんですけ

れども、帰りの時間、仕事されていると、なかなか迎えに行くというのは難しいだ

ろうなと思いますので、そういった辺りも対応できるような形で、まずは現在の巡

回バス、それから南北を走るバスを少し拡充する方向で考えていただきたいと思い

ますが、いかがでしょうか。 

○議長（山本研一） 

町長。 

○町長（山神 裕） 

そういった社会一般的にいう社会的に弱者の方々に寄り添って、移動手段、生活

の足を確保するという課題は十分に認識しております。 

そして、小学生だったり、中学生の塾通いという例を出させていただきましたけ

れども、それは巡り巡って、今までのケアをしていた人、お母さんなのか、おじい

ちゃんおばあちゃんなのか、というような負担軽減にもつながって、そこで生まれ

た時間が、また新たな自分の時間として労働であったりというものが充てられる。

働き方改革とか、男女平等とかというのにもつながっていくと認識しております。 
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あと例えばなんですけども、デマンド型にしても、仕組み次第で経済的効果とい

うのも期待できるところもかなりあると思います。 

例えば岩手県紫波町では、巡回バスを充実させ、デマンド型を走らせたことによ

って、町立の温泉利用者が激増したとか、塾の話で言えば、長野県の塩尻市とかで

は、運行時間を７時、８時かな、ぐらいまで延ばしたことによって、中学生たちの

安全も確保されたりとか様々なメリットがあったりということも承知しています。 

要は一番大事なのは、開成町において、どういう形の何がいいのかというのを検

証していくと。個人的には先ほど例えば第二種免許に関しましては、費用対効果で

いって、なかなかすごいハードルが高いなというのを、印象としては今現在持って

おります。今、社協さんの協力をいただいて４名ですか、稼働は。二種免許を持た

ない方が運転していくというのも、１つソリューションとしては十分あり得るとは

思っておりますけども、今、私がここで決める話でもありませんので、今後様々な

検証していきたいと考えております。 

以上です。 

○議長（山本研一） 

１０番、山下議員。 

○１０番（山下純夫） 

私としても、この場で具体的な回答がすぐにいただけるとは、もちろん思ってお

りませんでしたが、より具体的な先進事例についての検討素材というかそういった

ものが町長から示されたので、具体的な検討が進んでいくものと期待をしたいと思

います。 

もう一つ、先ほどのお子さんの塾とはまた真逆で、高齢化と免許の返納というも

のがありまして、今年の１月２１日の、これはタウンニュースに載っていた記事で、

タウンニュースが、免許センターの資料から独自に集計したもののようですが、２

０２１年の開成町の７５歳以上の免許保持者が８８８名いる中で、返納者が４５名、

返納率が５％少々というところですけども、過去の同僚議員の質問から見ても２０

１７年度が３７件、それから１８年が４４件と毎年４０件前後で推移をしているよ

うです。ですので、５年たてば２００名の免許返納者がいる中で、免許返納の理由

は、運転に必要な聴覚の部分が衰えてきたからというものも相当ありそうで、足腰

は丈夫で、まだ移動ができるんだけどというようなお年寄りも結構いらっしゃいま

す。ですので、今後はそういった部分でもやはり循環バス、コミュニティバスのニ

ーズが高まってくると思いますので、その辺りの検証をしっかりとやっていただけ

ればなと思っております。またこの件については、定期的に質問をさせていただき

たいと思います。 

  続きまして２件目パークアンドライドについて、既に平面的な駐車場は存在する

と。あえて先ほど町長は、平面的な駐車場という言い方と、立体も含めたと、多分

おっしゃっていただいたと思うんですが、現在、開成町あまり立体駐車場がないこ

とで、台数的な問題はともかく、水害が起きたときの垂直避難。ふだん自宅の庭に
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車をとめていても、そういうときだけちょっと立体駐車場に停めたいというような

ニーズに対応できる状況にありません。その辺も含めて、今後の駅前開発等を含め

まして、駐車場の確保について、どういう方向で考えてらっしゃるか。もし具体的

に話せる部分があれば、お願いしたいと思います。 

○議長（山本研一） 

  副町長。 

○副町長（石井 護） 

  駅前の開発についてということですが、これにつきましては、先ほど町長答弁の

ほうにも、いずれ駅前通り線沿線には、そういう立体駐車場のようなものが整備さ

れるのでないかというような答弁させていただきましたが、御案内のとおり、ここ

は土地区画整理事業ですので、土地をお持ちの方は個人の方が持っていますので、

それらの方のやはり土地利用の意向というのは最大限重要視されるのかなと。特に

土地区画整理事業ですから、ここは減価補償型の土地区画整理事業といいまして、

通常とちょっと違って、公共施設、道路用地等は先行買収しなきゃいけないんです

けど全部するわけじゃないということは、減歩も少なからず発生するわけですから、

その土地のお持ちの人が、言い方とすれば、自分の土地を身を削って、新たに価値

は上がると思いますが、土地を整備したところには自分のやはり描いた土地利用、

そこで町としても、やはり町のまちづくり的な構想というか、そういった部分があ

りますので、そういう地権者の方といろいろキャッチボールをしながら、こういう

ような町を描いていきたいんですけど、地権者の皆さんどうでしょうかと、こうい

うやり取りになってくるかと思います。その中で議員が言われたとおり駅周辺を全

体を考えた中で、そういった施設も必要ではないかとか、あるいはやはり採算があ

れなんで、地権者の方もこういう形であれば採算が取れるなという形になってくれ

ば、立体駐車場というのもあると思いますが、結論から言えば、地権者の土地利用

の意向が一番重要なんで、そこにいかに町としてもアプローチしていくかというか、

そういうアクションをしていくかというか、そういう形になろうかと思います。 

○議長（山本研一） 

  １０番、山下議員。 

○１０番（山下純夫） 

  地権者の方の個人的な思いもあるということは理解しておりますが、そこはぜひ

町の側からも、単に個人の利益ということよりは、今後の町の発展という大きなロ

マンを含めたビジョンを語っていただいて、ぜひとも経済効果以外のところも含め

て説得をしていただいて、将来像を描けるまちづくりということに取り組んでいた

だきたいと思いますが。 

  パークアンドライドでは、もう１点、東武鉄道が比較的大々的にやっているんで

すけども、東武鉄道を利用して、ＰＡＳＭＯとかＳｕｉｃａを使った方の場合は、

その近隣の提携駐車場の料金を安くしますと、竹ノ塚ですと２００円引きますとか、

西新井ですと３３０円引きますとかというのがあります。小田急電鉄でも、愛甲石
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田のところでＰＡＳＭＯ、Ｓｕｉｃａを利用した方が、提携駐車場を利用すると１

１０円もしくは２２０円の優待があるというようなことがあります。 

幸いこの近隣、例えば、新松田ですとか、反対側の栢山の駅を見た場合は、新松

田には少し駐車場ありますけども、駅前のスーパーが、栢山・小田原百貨店が少し

離れてありますけども駐車場がなかなか取れないということで、そのエリアの皆さ

んも、この開成町であれば、駅前にスーパーもありますし、取り込めるのではない

かと。一遍に移住してもらうというところまでいかなくても、駅を利用することに

よって、開成駅にもそうした効果をもたらしてもらえるということが検討できるん

じゃないかと思います。そういった辺り含めて小田急電鉄とそういうパークアンド

ライド、現状ある駐車場を使った割引等で、さらに利用者を増やすような、そうい

う方向性の話合いというものは、町としては可能でしょうか。 

○議長（山本研一） 

副町長。 

○副町長（石井 護） 

議員の御質問にお答えいたします。全くおっしゃるとおりでありまして、先ほど

から御質問を受けてございますが、開成町の行政面積というのは、６．５５平方キ

ロで、我々よく言うんですけど、箱根町にある芦ノ湖よりも小さいようなところで、

ですから果たしてバスを走らせることが、この開成町という町域だけ考えたときに、

バスを走らせることが効率的かどうかという部分もありますし、確かに今、デマン

ド型の発展型というか、言われるように個人の方がそういった注文を受けてという

か、という規制緩和をしようかなという時代になっていますけども、おっしゃられ

るとおり、やはり開成町だけでバスという形で考えていくと、なかなか難しいのか

なと。言われるようにもっと広域的に考えて、まさに町は開成駅周辺を開成町のみ

ならず、足柄地域の中心にしていきたいという形で、まちづくりを描いていますの

で、そういった意味からすると、バス交通もそうなんですが、広域的に検討する部

会というか、２市８町というか、そういう枠組みの中でしてきた経緯もございます

ので、言われるとおりのことが実現できて、描ければ、それは私どもも非常によい

のかなと考えていますので、機会があればというか、あるいは開成町からもアプロ

ーチして、そういう場面を作っていきたいとは考えてございます。 

○議長（山本研一） 

町長。 

○町長（山神 裕） 

私からもコメントさせていただければと思います。 

まず、私の目指すところは、開成町が名実ともに足柄の中心地になり、町民の皆

さんにも誇りを持っていただけるようなまちづくりを進めていきたいと考えておる

と。そういう中で小田急線の急行が止まるという開成駅周辺に様々な機能を集積し

て、そこを御利用いただく、町外を含めて、いただく方をできるだけ多くしたいと

いう、そこににぎわいが生まれて、商売も成り立つようになって、最終的に町の価
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値は地価だと思いますので、不動産価格も下がらず、それが税収巡り巡って、また

新たな政策に投入できるというふうな循環を回していきたいと考えております。よ

って、バスであっても、自転車であっても、徒歩であっても、また開成駅を利用し

ていただく方が、その混雑の問題とか、環境問題とバランスを取りながらも、でき

るだけ多くしたいという思いは、山下議員と共有していると認識しております。 

パークアンドライドにつきましては、一部繰り返しになりますけれども、やはり

駐車場を立体も含めて確保していかなくちゃいけないという課題は十分認識してお

ります。 

ただ、副町長から申し上げたとおり、その地権者、の意向というのが当然ですけ

ど重視されなければいけませんので、これからいろいろと協議していきたいとは考

えております。 

直近のというか、今後、この先見込まれるいろいろな変化という意味でも開成町

は駅前通り線を整備していくと。そして広域では、和田河原・開成・大井線が、紫

水大橋から２５５号まで、令和９年度につながる予定である等、このような変化を

踏まえれば、より一層、開成駅周辺に人々の交流を生んで、関係人口も増やす。増

やさなければいけないという環境にもありますので、そこら辺のタイミングを逃す

ことなく取り組んでいきたいと考えています。 

以上です。 

○議長（山本研一） 

１０番、山下議員。 

○１０番（山下純夫） 

副町長、町長そろって御答弁ありがとうございます。 

最初の私の質問は、公共交通ということでしたが、副町長言われたとおり、やは

り現実的にはパーソナルな交通、あるいはそれと公共の中間、ライドシェアという

話も町長から出ていましたけども、先月１９日に菅前総理が長野の公園でライドシ

ェアについても容認していくような方向で検討するというようなことを言ったこと

が結構ニュースにもなっていました。まだまだ法律を変えなきゃいけないので、随

分先だと思いますが、それが通ったときには、すぐにやれるように、今から駐車場

等の準備、ハードルが高いのは承知していますが、準備をしておいていただいて、

ぜひ今、御殿場線を乗り換えて、新松田から小田急乗っている人も、ダイレクトに

ここに来ていただいて、それで開成町のほうで車止めて、ほかの活動もしていただ

けるような、そういうことをしていただくほうが、むしろＩＣカード議連よりいい

んじゃないかと思って、私一人実は入らなかったんですけども、ぜひそういうとこ

ろまで計画が響くように大きくアドバルーンを上げつつ、準備を進めていただきた

いというふうに思っております。 

  すみません。それでは３番目、観光、その他の乗降客数の増加策ということで、

先ほど町長からは、ロマンスカーの利用があったですとか、シャトルバスが好評だ

ったというような話がありました。一部報告では、シャトルバスは昨年の１１７％
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ぐらい多かったと伺っておりますが、逆に脱炭素の企画そのものは、当初のもくろ

みに対してどうだったんでしょうか。あじさいまつりの件です。 

○議長（山本研一） 

産業振興課長。 

○産業振興課長（熊澤勝己） 

議員の質問にお答えします。あじさいまつりにつきましては、先ほど言いました

脱炭素の取組ということで、公共交通機関を御利用された方の特典というところの

中で、実施をいたしました。その中で開成駅、新松田駅を乗降をされた方のデータ

というものを小田急電鉄さんからお示ししていただきまして、開成駅につきまして

は、昨年よりも約８，０００人近い乗降客数が増えたというところ、新松田駅につ

きましては３，０００人ほどの乗降客数が増えたという中で公共交通機関を利用さ

れた方、特に電車で来られた方が増えたというところの中で、効果はあったと考え

ております。 

○議長（山本研一） 

１０番、山下議員。 

○１０番（山下純夫） 

今、開成駅利用者が８，０００人増加、新松田駅については３，０００人の増加

で、開成駅のほうが実質の数も増加率も多いというような回答だったと思うんです

が、ぜひ何かにつけて開成町のイベントの案内なのに、新松田駅を先にアクセスと

して紹介するのを辞めていただいて、歩いた距離は、もしかしたら新松田駅のほう

が近いのかもしれないんですけども、開成町のイベントですから、ぜひとも開成駅

を先に書いてください。納涼祭のときも、アクセスというところを見ると、小田急

線新松田駅から徒歩１５分というのが先にあって、その下に開成駅徒歩３０分、確

かに来場者、よそから来られる方から見れば、歩く時間半分ですが、歩くことによ

って、開成町のよさも知っていただけるという部分もあると思いますので、その辺

はあまり奥ゆかしくなくてもいいのかなと思うのと、同時に、実は開成納涼まつり、

会場の配置図ですとか、出店配置一覧が、当日の朝になっても更新されておりませ

んでした。決まり次第お知らせします。となったままです。そこが順調に更新され

てたからといって、劇的に人数が増えたとは思えませんが、やはりそこはしっかり

と漏れなく情報発信をしていただきたいと思うんですが、こういったところの見直

しは、貪欲に発信をして見直ししていただけるということをお願いできますでしょ

うか。 

○議長（山本研一） 

産業振興課長。 

○産業振興課長（熊澤勝己） 

議員の御質問にお答えします。御指摘のほう、申し訳ありませんでした。 

まず、各お祭りでの交通案内というところにつきましては、今後も開成駅のほう

を優先にということで、御指摘されるところについては修正していきたいと思いま
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す。ただ、納涼まつりにつきましては、やはりあしがら花火大会とのコラボみたい

なお祭りになっていますので、やはりその辺は松田町さんとも調整を取った中で、

やはり新松田というところがやはり先に出てしまっているところがあります。 

また、データ更新につきましては申し上げません。こちらのほうの、そちらは議

員御指摘のように早急に、そういうところの更新ができるように速やかにできるよ

うな体制を今後とっていきたいと思っています。 

○議長（山本研一） 

１０番、山下議員。 

○１０番（山下純夫） 

新松田との共催の花火大会の中でという話もありましたが、当日の新聞には、花

火大会と同時に松田町単独のチラシも入っていたりして、なかなか松田町さんは貪

欲にやられていますので、こちらも決して向こうをディスるとか、そういう話では

ありませんので、貪欲にいっていただいていいのかなと思います。 

そういう意味で言いますと、現在ある瀬戸屋敷のひなまつり、それから納涼まつ

り、そしてあじさいまつりのほかに、平日の昼間、観光客、あるいは町外の来場者

を呼び込むような策というものは何か考えてらっしゃいますでしょうか。 

○議長（山本研一） 

  産業振興課長。 

○産業振興課長（熊澤勝己） 

  議員の御質問にお答えします。平日の催し物ということで、基本的には瀬戸屋敷

で開催されているイベント等の案内になっています。こちらにつきましては、基本

的には路線バス等の駅からバスの停留所から遠いという条件がありまして、イベン

ト自体には、やはり車でお越しというところがメイン案内をさせていただいており

ます。こちらにつきましては、やはり交通手段が交通機関を使った中では御不便と

いうところの中と、あと利用者がやはり車で来られる方、瀬戸屋敷だけではなく、

ほかも回っていきたいというような方がかなりいらっしゃいますので、やはりそれ

の辺は車の御利用という形の中でのイベントのＰＲという形でさせていただいてお

ります。 

○議長（山本研一） 

１０番、山下議員。 

○１０番（山下純夫） 

恐らく車のほうが、お土産買うんでもたくさん買われたりするメリットはあるん

だと思うんですが、車で来てはいけないイベントというのも設定できると思うんで

すね。例えば瀬戸酒造さん、お酒飲むイベントはさすがに車で来れません。２０２

０年１０月２４日に、日本酒ナビゲーター養成講座というのが瀬戸酒造でありまし

た。これ私も参加して、あまりその後飲んでいないですが、日本酒ナビゲーターの

なんですか。バッジみたいな、認定証みたいなものはいただいたんですけども、そ

のときは、神奈川県内はおろか、埼玉ですとか、栃木、それからもちろん都内から
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来て、瀬戸屋敷で座学と、それから実際にどんな食材とこういうお酒が合いますよ

というそのマッチング、マリアージュ、そういったもののテストですとか、あとは

実際の蔵の見学もあって、多くの方が、結構町外から来られるんだと私もそのとき

初めて思ったんですけども、その辺をうまく発信をしていただいて、トゥクトゥク

もありますし、あるいはまた違った形のものというのを検討いただけると思うので、

そうしたイベントを検討いただきたいのと、先ほど町長が、観光拠点までの移動手

段としての巡回バスというようなことをおっしゃられたと思うんですけども、現状

の福祉バスが無料にしているせいで、恐らく町民以外の方は乗れないんじゃないか

と思うんですが、その辺り２本立てになるのか、あるいは別の何か手段があるのか。

今のところ何か具体的な考えがあればお知らせください。 

○議長（山本研一） 

副町長。 

○副町長（石井 護） 

私からお答えさせていただきます。結論から言うと、具体的な策は今ありません。

ただ、検討はしていきたいという姿勢は持っています。 

言われるとおり、瀬戸屋敷は指定管理者でやっていまして、定期的にモニタリン

グもして、指定管理者と話合いもして、言われるような部分については検討してま

すけど。瀬戸酒造さんにつきましては、完全に民間会社ですが、おっしゃられると

おり、開成町の観光資源ということから考えれば、非常に重要なアイテムというか、

無視できないものだと思いますので、近くにすぐありますので、言われるとおり、

そこを活用しない手はないということを、当然認識しておりますので、特に言われ

たイベントがない平日としての観光客の誘致というか、そういったものにつきまし

ては、基本的な方向性としては、先ほど言った指定管理者とよくその辺は協議をし

ながら、民間力を借りながら、どういった方向がいいのか、やはり考えられるのは

開成駅から瀬戸屋敷への交通手段がございますので、その辺をにらんだ中で、今後

何が一番いいのかというのも決定していきたいと。 

  今、巡回バスはやっぱり福祉バスでございますので、稼働率というところからい

けば、いっぱい乗っていただいたほうがいいと思うんですが、そのことによって、

本来の福祉的な乗られる方が、いや乗れなかったよとなってしまっても困るという

部分もあるので、その辺もにらみながら検討していきたいと思います。 

○議長（山本研一） 

  １０番、山下議員。 

○１０番（山下純夫） 

  今、民間のお力を借りながらとか、瀬戸屋敷の話が出てきましたけど、例えば、

今後の策として、フィルムコミッションみたいなものを作りまして、瀬戸屋敷で例

えば時代劇ふうのＣＭの撮影を誘致するとか、ドラマになると、どうしても町家が

必要なので、太秦にかなわないと思うんですが、ワンシーンで撮れる、１つの絵で

取れるＣＭ等であれば、瀬戸屋敷でも十分いけるんじゃないかと思うんですね。 



－１５－ 

それから、近年割とテレビ見ていますと、田舎のほうまでバスで行って、そこか

ら先は歩くというような番組も多くございますけども、そういうのでよく秋口出て

くるのが、稲穂がたれて一面黄金の田んぼというような開成町でも見られるような

景色があります。開成町の農振地域も、そういった意味では１つの風景を持った財

産だと思いますので、ぜひフィルムコミッションを作って、そういったものを誘致

も御検討いただけないかと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（山本研一） 

町長。 

○町長（山神 裕） 

そういった観光客を増やす開成町の知名度を上げるために様々なメディアであっ

たり、聖地巡りのようなフィルムコミッションという取組の意義は十分認識してお

りますし、瀬戸屋敷の場合は、指定管理に運営を委託しておりますので、そこら辺

も今後チャレンジしていきたいなとは考えております。 

我々もそういった課題意識は当然持っておりまして、先月もＹｏｕＴｕｂｅｒの

マネジメントしてる会社とミーティングをさせていただいたり、あとは番組制作会

社の知り合いに様々なこの開成町を知名度を上げるため、観光客を増やすためにど

のようなことが考えられるかということも相談させていただいたり、またインバウ

ンドを取り込むために、大手ではないんですけども、民間のエージェントのような

ところと、新たなツアーの創出、これはその開成町だけじゃなく、県西の魅力を改

めて発掘して、それを売りにインバウンドを復活している真っ最中だと思いますの

で、できるだけ開成町に取り組もうということを目指して実際に動いているところ

であります。 

以上です。 

○議長（山本研一） 

１０番、山下議員。 

○１０番（山下純夫） 

今、町長から図らずもインバウンドという言葉が出ました。宿泊施設もあまりな

いような開成町で、これまではややもすると、初めから来ないというふうに思われ

ていたような、インバウンド需要を海外からの観光客もやはり最近の様々な報道を

見ていると、十分要するに日本の原風景を体験するということで取り込めると思っ

ていますし、これまでなかったそういった考えを町が持っておられるというところ

は非常に安心するところでございます。 

具体的な足の確保というところは、当然ながら、本日具体的なところまで簡単に

踏み込めるものではないと思いましたが、おおむね前向きな答弁いただきまして安

心したところで終わらせていただきたいと思いますが、どうしても高齢者も増えて

いく、そして、子どもたちももうしばらく増えていく見込みですので、この辺につ

いては継続的に質問の形で取り組ませていただきたいと思います。 

以上で終了いたします。 
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○議長（山本研一） 

これで山下議員の一般質問を終了といたします。 

続いて、８番、寺野圭一郎議員、どうぞ。 

○８番（寺野圭一郎） 

おはようございます。８番議員寺野圭一郎です。通告に従いまして一般質問をさ

せていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

企業等へのサポート体制を問う。 

我が国では、企業全体の９９％以上が中小企業であります。令和３年経済センサ

ス活動調査企業等に関する集計によりますと、本町における事業所総数は６７１事

業所ございます。現在本町のホームページ内の企業労働者支援には、グリーントラ

ンスフォーメーション、ＧＸ、戦略設備導入の補助金、融資の利子補給制度、生活

環境には、創業者への利子補給制度、小口資金融資制度がございます。ＧＸグリー

ントランスフォーメーションは地域だけではなく、世界的な取組でもあり、積極的

に進めていくべきとは考えておりますが、それ以前に、地域企業等、既存の企業で

すとか、新規の創業は、オーナーの高齢化や人口減少が進み、くしくもコロナ関連

融資の返済開始は今月以降ピークを迎えます。 

そこで、本町の地域企業等に対するサポート体制について、以下の質問をさせて

いただきます。 

１項目め、現在の支援策の利用状況やさらなる拡充や見直しの考えは。 

２項目め、我が町で創業設立をしたくなるようなサポート体制の考えは。  

３項目め、後継者難等により、やむなく廃業をせざるを得ない企業の情報共有や

事業承継のサポート体制の考えは。 

以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（山本研一） 

町長。 

○町長（山神 裕） 

寺野議員の１つ目の御質問、現在の支援策の利用状況や、更なる拡充や見直しの

考えは、についてお答えいたします。 

国や神奈川県は、セーフティネット保証事業振興融資や伴走型特別融資など、様々

なメニューにより、中小企業の支援を行っております。 

開成町におきましても、開成町中小企業小口融資、開成町中小企業信用保証料補

助金などにより、中小企業への支援を実施しております。 

開成町中小企業小口融資、開成町中小企業信用保証料補助金の利用は、新型コロ

ナウイルス感染症対策として、国、県の融資制度が新設されたこともあり、一時的

に利用件数が減少しましたが、令和３年度以降増加傾向にあります。 

融資の申請窓口となる金融機関とは、今後の利用予測や申請手続、融資内容など

の確認を行っております。 

その中で開成町中小企業小口融資。開成町中小企業信用保証料補助金の利用者か
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ら、融資額や補助金額などの変更・拡大の要望が現時点ではないことから、融資額

や補助金額などの見直しは検討しておりません。 

２つ目の御質問、我が町で創業設立をしたくなるようなサポート体制の考えは、

についてお答えいたします。 

開成町では、町内に創業する。個人などの支援策として、開成町創業支援利子補

給金の制度を用意しております。 

足柄上商工会に対しましては、創業の相談があった場合に、この制度を御紹介い

ただくようお願いしておりますが、近年は利用の実績がございません。  

創業者へのサポートとしては、コワーキングスペースやシェアオフィスの設置が

有効であると考えられます。将来的には、民間企業と連携して、その開設を目指し

たいとの思いはあります。 

創業に対する町からの支援が、将来的に町内での起業、そして町への納税という

循環に結びつく可能性があることも十分に認識しております。 

創業者へのサポートに関しましては、神奈川県のほうで、広域自治体として、起

業家の創出、ベンチャー企業の成長促進事業を行っております。 

創業前、創業後に対する様々な支援プログラムが提供されており、県と町の役割

分担の視点からも、現時点ではそれらを御活用いただけるよう、制度の紹介や取り

次ぎを行っていきたいと考えております。 

３つ目の後継者難等により、やむなく廃業せざるを得ない企業の情報共有や、事

業承継のサポート体制の考えは、についてお答えいたします。後継者問題は全国的

な課題であり、町もその重要性について認識しております。 

廃業等の情報は、開成町商工振興会、開成町飲食店組合や、包括協定を提携して

おります金融機関から提供を受けております。 

事業承継や、事業の転換に関わる業務は、専門知識や経験が求められることから、

町としては、専門知識を有する足柄上商工会や金融機関への橋渡し役としての機能

を果たすことが目下の役目であると認識しております。 

以上となります。よろしくお願いいたします。 

○議長（山本研一） 

８番、寺野議員。 

○８番（寺野圭一郎） 

質問に対して一定の御回答をいただきましたので、順に再質問をさせていただき

ます。 

初めにコロナ関連融資について少しだけお話をさせてください。職員の皆様方は

既に多数御存じかとは思いますけれども、本質問の意図として、企業等への周知が

ございます。コロナ関連融資、通称ゼロゼロ融資とも言います。コロナ関連融資が

全てではなく、条件を満たしたものになりますけれども、コロナ禍で売上げが減っ

てしまった企業に実質無利子無担保で融資する仕組みになります。現在は受付、全

て終了しております。条件を満たせば、零細企業や個人事業主なら最大６，０００
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万円、中小企業は最大３億円を実質無利子で借りられる内容です。住宅ローンより

も安いです。 

返済が滞っても、元本の８割か全額を政府の財源を裏付けとした信用保証協会が

肩代わりします。利子も各都道府県が補給します。設備資金であれば最長２０年、

運転資金なら最長１５年に渡って借りられる、最も長い場合、最初の５年間は元金

の返済が免除されるという内容になります。ここでの免除というのは、払わなくて

もよいのではなく、５年後から元金を支払い始めるという意味です。コロナ関連融

資は大半が実質無利子の条件を満たしたゼロゼロ融資と見られます。 

企業等への支援策を検討するには、経済の健全な成長や雇用の促進、産業の発展

などを考慮しながら、様々な支援策を行う必要があると思います。  

本町の企業等に全部当てはまりはしませんが、一例として、融資と資金支援、研

究開発支援、人材育成と教育、輸出支援、地域振興支援、環境エネルギー対策の支

援、規制緩和と行政手続の改善、クラスター形成の支援、アクセラレータやインキ

ュベーターの提供、税制優遇措置、この中には、もう町に既にあるものも幾つかあ

ります。 

ただ、それから先に一歩進んでいってほしいというような質問をさせていただき

ます。 

これらの支援策は、地域によって異なる場合がございまして、法人や事業者の特

性や経済状況に合わせてカスタマイズされることが必要です。 

行政はバランスを保ちつつ、持続可能な経済成長と社会的発展を促進するため、

慎重に支援策を計画、実施する必要がございます。そこで、以下質問をさせていた

だきます。 

国や県と連携し、各種制度があり、多数の支援策を実施しているのは承知をいた

しました。 

先ほど御答弁の中で、開成町中小企業小口融資、開成町中小企業信用保証料補助

金の利用は、新型コロナウイルス感染症対策として、国、県の融資制度活動活用に

より一時利用件数が減っていたが、令和３年以降増加傾向にあると御回答いただき

ました。 

具体的に、令和３年何件、令和４年何件とお教えいただくことは可能でしょうか。

件数だけで構いません。また、その増減の要因はどのようなことが考えられますで

しょうか。よろしくお願いいたします。 

○議長（山本研一） 

産業振興課長。 

○産業振興課長（熊澤勝己） 

議員の御質問にお答えします。開成町中小企業小口融資、開成町中小企業信用保

証料補助金の令和３年度、４年度の利用件数ですけども、令和３年度で１１件、令

和４年度で２１件になります。 

増加の理由としましては、各金融機関ともいろいろな確認をした中では、やはり
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議員がおっしゃられたとおり、コロナ関連融資の終了と併せて返済が始まってきた

という中で返済用の資金としても借りたいというような方がいらっしゃるというこ

とで確認はしております。 

以上です。 

○議長（山本研一） 

８番、寺野議員。 

○８番（寺野圭一郎） 

開成町中小企業小口融資、開成町中小企業信用保証料補助金の現在の利用状況件

数、令和３年１１件、令和４年２１件との御回答ございました。 

要素としてどのようなということで、コロナの融資の返済が始まるということも

分かりまして、決して今、楽な状況ではないというような認識で私は思っているん

ですが。いかがでしょうか。 

○議長（山本研一） 

産業振興課長。 

○産業振興課長（熊澤勝己） 

各融資等を借りている企業さん。企業の中の内情ということは金融機関からのそ

ういう中で、やはり議員が言われたとおり、まだコロナの関係での企業のそういう

資金不足というところの中で、やはり融資が必要だというところは、かなり多くの

声がある。上がっているということは確認しております。 

以上です。 

○議長（山本研一） 

８番、寺野議員。 

○８番（寺野圭一郎） 

令和５年８月２１日朝日新聞の一面、東京商工リサーチ調べによるものが新聞に

載っておりまして、コロナ以降、物価高も追い打ちをかけ、中小企業の倒産件数が

前年同月比で増えております。コロナは５類に移行されましたが、まだまだ楽観視

できる局面ではございません。 

金融機関にも関わる話でありますので、端的に町がこう、こういう対策をしてほ

しいということは、ちょっとおこがましいとは自分では認識しておりますけれども、

融資額や補助金等の金額の変更、拡大の要望等はないことから、融資額や補助金額

の見直し等は考えていないとの御回答がございました。 

  現制度内でこれから利用を考えたい、話を聞いてみたいという企業様も少なから

ずいらっしゃると思います。そういった場合、各企業のメインの金融機関はもちろ

んですが、担当課でも柔軟に相談に乗ってもらうことは可能でしょうか。よろしく

お願いします。 

○議長（山本研一） 

産業振興課長。 

○産業振興課長（熊澤勝己） 
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議員の御質問にお答えします産業振興課のほうにそういう企業様がいらっしゃっ

た場合の相談という中では、話を聞いた中で、町で対応できるものがあればそちら

の相談を受けていますけどもやはり先ほど融資関係等のお話になりますと、やはり

金融機関への紹介、開成町である中小企業小口融資等の対応を説明した中で、窓口

である金融機関への紹介、また運用の関係につきまして相談あった場合には、やは

り専門的な知識を有している足柄上商工会のほうへ紹介等を実施しております。 

○議長（山本研一） 

８番、寺野議員。 

○８番（寺野圭一郎） 

ありがとうございます。ぜひ町からも、広報誌やＳＮＳ通じて広く周知をお願い

したいと思います。何でこういった質問するかというと、私、あの自身で創業し、

リーマンショックの後、物すごく困ってたときがありました。そのときに、誰に相

談したらいいか、どこに相談したらいいか、もう一人で問題を抱えている状況が正

直ございました。そういった部分が今回の質問で、企業等への少しでも広まればい

いと思っておりまして、質問させていただいております。 

冒頭のコロナ融資、ゼロゼロ融資は町だけではなく、県、国にも係ることではご

ざいますが、冒頭にお話をさせていただいたとおり、返済が滞ってしまった場合や、

倒産し回収ができなくなってしまった元本は、公的機関である各地の信用保証協会

が肩代わりをする仕組みになっております。これは法的な部分になりますと実質的

に税金が使われてしまうということになりますので、その前に対策を、町としても

やっていただきたいと思っております。 

続きまして、１項目めは現在の状況についてでございましたが、２項目めは、田

舎モダンである我が町開成町で創業設立したくなるようなサポート体制についてお

伺いさせていただきます。 

我が町は直接海も山も地域内にはございません。車両や公共交通機関の利用で１

時間以内には行ける場所にございます。また、同じく都内へも１時間半程度で行く

ことも可能ではございます。 

コロナ禍以降、現在もテレワーク対応の企業等も多くありますが、テレワークで

少なからず業務を行えるということであれば、必ずしも都内や神奈川県東部や県央

の人口集中地域でなくとも、業種にはよりますが、事業は行えると考えております。 

私自身の経験上ではありますが、生活環境にはおおよそ縁のない我が町です。近

隣地域ではございますが、大手飲料メーカーが本年１月で製造を終了し、閉鎖とな

りました。 

過去当町でも企業の誘致に成功し、現在でも多数の企業が活躍し、重要な税収を

担っているのは承知をしております。 

また、開成町商工振興会、上部団体の足柄上商工会は、私自身も法人として過去

所属をしており、活動もしておりましたので、活動内容や有益性については十分承

知をしております。 
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町と商工会との関係性や、これから創業を考えている方に、どこに相談をしたら

いいか等を広く広めていきたいと考えております。 

法人が設立しやすい環境を整えるためには、地域の経済活性化や雇用創出に大き

く貢献することが期待されます。 

以下に町で、法人が設立したくなるような支援策の事例を述べますので、お話し

させてください。 

事業支援センターの設置、ワークショップやセミナーの開催、資金調達支援、共

用施設の提供、税制優遇措置、地域資源の活用、地域ネットワークの構築、行政手

続の簡素化、担当課は町のイベント等も多数担っております。多忙な部署であるこ

とは十分理解をしております。 

町はどの程度まで開成町商工振興会、上部団体の足柄上商工会に業務の委託や議

題をしているのでしょうか。お願いいたします。 

○議長（山本研一） 

産業振興課長。 

○産業振興課長（熊澤勝己） 

今、議員の御質問にお答えします。基本的に町の方から開成町商工振興会、また

足柄上商工会にいろいろな業務を委託する内容のとこで主なものにつきましては、

まず１点は、各お祭りイベント等での一部事務を、そちらでお願いをしている。  

特に出店関係という中で、お願いを、協力を依頼しております。また、町の事業

としましては、令和３年、令和４年に行いました。プレミアム付き商品券、あじさ

いちゃん商品券の発行、販売、また換金等の事務ということで、そちらを委託して

おります。 

以上です。 

○議長（山本研一） 

８番、寺野議員。 

○８番（寺野圭一郎） 

現状、開成町の商工振興会、足柄上商工会に所属をされていない企業等もある中

で、町としては商工会への入会を促すような仕組みや活動はされていますでしょう

か。よろしくお願いします。 

○議長（山本研一） 

産業振興課長。 

○産業振興課長（熊澤勝己） 

議員の御質問にお答えします。町としましては、いろいろなイベント等で出店を

したいというようなお店、企業者がいた場合には、今、事務を委託し、一部お願い

している足柄上商工会への紹介という中で、その中でやはりそういう出店の優位性

というところでは、商工会、開成町商工振興会に加入している方のほうの優先を上

げていますので、そういう中で、会員になっていただければというところの御紹介

をさせていただいております。 
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以上です。 

○議長（山本研一） 

８番、寺野議員。 

○８番（寺野圭一郎） 

実際、私も、もう１５年前ぐらいになりますか。商工会への加入をしておりまし

て、今、同じ議場にいる一部の同僚議員の方とも、十数年前から面識があるような

こともございます。ぜひ今後も事業者への商工会の加入を町としても促していただ

きたいと思います。 

町では開成町商工振興会と連携し、２０２１年３月から１年間、シェアオフィス、

コワーキングスペース、開成近道ワークスペースの実証実験を行っておりました。

創業に関わる相談を定期で開催したり、商工会の経営指導員が常駐する日があった

り、私の考える創業支援にとても近い形ではございました。ただ、現在は残念なが

ら終了しております。 

実証実験後の利用者の数や相談の内容、またその他、得られた良い点、悪い点の

データなど、町ではどの程度把握されておりますでしょうか。よろしくお願いいた

します。 

○議長（山本研一） 

産業振興課長。 

○産業振興課長（熊澤勝己） 

議員の質問にお答えします。近道ワークスペースの利用につきましては、商工会

からも報告がありまして、まず開催していた１年間での利用につきましては、常時

に利用されてる方が２名、また１か月から２か月という短期間での利用が２名の方

がいらっしゃいました。また利用したいというような問合せ等は、５名ほどいらっ

しゃいましたけど、その中で、中を見て、ちょっと利用をためらったというところ

の理由としましては、やはり駐車場がない。また場所的にそういうアクセスすると

ころが少ないというところと。あと、やはりトイレで、スペース上にトイレが利用

がなく、やはり隣の施設を使ってというような形の中で、そういうことで利用をち

ょっと断念された方がいると報告は受けております。 

以上です。 

○議長（山本研一） 

８番、寺野議員。 

○８番（寺野圭一郎） 

ありがとうございます。トイレは結構重要なポイントかと思いますので、ちょっ

と３つ目の再質問にもちょっと関わってきますので、ちょっとそちらで質問させて

いただきます。 

新しいことはどんどんやってほしいと私は個人的には思っております。 

一番いけないのが、やりっ放しにしてしまうこと。公に詳細なデータを公開する

必要まではないとは思っておりますが、得られた貴重なデータを基に、次のステッ
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プにぜひ進んでいただけたらと思っております。３項目めに進みます。 

事業承継のサポート体制について再質問させていただきます。当町だけではなく、

少子高齢化の大きな問題が全国的に課題ではございます。大きな売上利益ではない

が、赤字ではない。後継者がいないので、廃業せざるを得ない事業者が増えてきて

おります。 

町として見た場合、法人町民税が減収と、まずなります。当該事業者で働いてい

る町民の住民税まで減収となってしまいます。 

事業承継は企業の継続性を確保し、経営者が後継者に事業を引き継ぐプロセスで

ございます。事業承継は、多くの事業にとって重要な課題であり、成功するために

は慎重な計画と支援策が必要です。以下に事業承継の支援策を、事例をお話しさせ

ていただきます。 

計画と戦略の策定、後継者の育成と準備、財務戦略の検討、法的手続と契約の整

備、ステークホルダーとのコミュニケーション、アドバイザーの活用、リスク管理

と保険、従業員の安定とモチベーション維持。事業承継は大変繊細なプロセスでご

ざいまして、計画段階から実際の引き継ぎまでのステップを丁寧に進めることが成

功の鍵ではあります。個々の事情や業種に合わせて適切な支援策を検討することが

重要です。 

山神町長の将来構想の中に、地域の賑わいを増やすことが税収アップにつながり

ますということで、所信表明が６月の議会の同僚議員の質問に対して御回答をいた

だいておりますが、私も同じ考えを持っております。 

民間出身で、かつ金融機関にお勤めの経験があり、企業等のファイナンスにも強

い、山神町長にお答えいただきたいのですが、山神町長の掲げられる駅前構想の中

に、２項目めの質問である創業支援のサポート拠点ですとか、３項目めの事業承継

窓口や専門スタッフの配置、町がさらなる活気や元気が出るようなスペースや交流

施設を設置するお考えはございませんか。よろしくお願いいたします。  

○議長（山本研一） 

町長。 

○町長（山神 裕） 

一部繰り返しになりますけれども、もちろん、町内での起業を目指される方に対

しては、できる限りの支援もしていきたいですしそれが巡り巡って開成町で実際に

会社を興していただいて、黒字であれば、税金を納めていただくと、そういった循

環をぜひとも回していきたいと考えております。 

しかしながら現実的に、町の職員、場合によっては、その他関係機関における実

績や経験に御利用いただくよりは、実際県のほうで、かなり積極的に創業支援、も

しくは創業前後の成長促進支援というのを展開しております。 

具体的には、例えば創業支援においては、例えば３か所の起業家が集まるような

スポット、鎌倉と厚木そしてもう１つは小田原にあります。こういうものをぜひと

も御利用いただけるような、促していくとか、取り次いでいくというふうなのが現
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状の町に対する期待値なのではないかなと認識しております。 

そしてもちろん、例えば、コワーキングスペースでありますとか、シェアオフィ

スでありますとかというのが、今後有効に機能する構想は描いております。  

１回、２０２１年にトライいただいた延沢の施設に関しましては先ほども産業振

興課長から説明がありましたけど、駐車場だったりトイレだったり、そもそも立地

とかというのも課題であったのかな思いますが、これこそ小田急線の急行が停まる

開成駅の周辺にこのような施設があれば、必ずしも創業云々ではなくて、町内もし

くは開成町に隣接する町、市にある企業さん、職員さんたちの御利用とかも促しな

がら、そこでいろいろな交流が生まれたり、可能性も十分あると思います。  

しかしながら例えばそのシェアオフィス一つ取っても、公設公営化。町が作って

町が運営するか、もしくは公設民営、町が作って民間に運営を委ねるか、はたまた

民設民営で民間が作って民間が運営していただくと、様々な形があると思います。

理想は民設民営です。私が構想を描いております複合施設におきましても、できる

限り民間の方々のノウハウ、お金、利用させていただきたい。平たく言えば民間に

リスクを負っていただけるような形が理想だと考えております。それは取りも直さ

ず、そこに開成町に投資する意義があるとか、投資してもうけたいとか、そういう

ふうな人がいるかいないかに尽きると思います。よって、様々な制度、支援事業の

詳細はあると思うんですけども、このシェアオフィス、例えば民間企業が開成駅前

に進出しようと思ってもらえるようなまちづくりをしていくのが、私並びに町とし

ての役目の重要な１つであると認識しております。 

以上です。 

○議長（山本研一） 

８番、寺野議員。 

○８番（寺野圭一郎） 

ありがとうございます。今、県のほうでも補助金がございますということでお話

がございました。県の政策でも、事業承継に関してですけれども、要件は細かい部

分がもちろんありますが、売手最大１００万円、買手最大２００万円の補助金がご

ざいます。補助金や補助金の類をまず利用するかしないかではなくて、情報として

まず、こういったものがあるよということが知らない企業さんが物すごく多いです。

私もその一人なんですけれども。そういったものを、ちょっと町のホームページで

発信をするのが適当かどうかっていうところはちょっと定かではないんですけれど

も、やはり広く周知をしていただくということが必要になるのかなと思っておりま

す。 

例えば、補助金を補助金や助成金を申請するために、現状の今の企業の経営状態

の把握、これは町の行政も同じかと思うんですけれども、現状の把握というもので

あるとか、中長期の事業計画を練ったりすることが、実はお金を借りる以前に、か

なり重要なことであったりします。私自身が結構そういう部分もあったんですけれ

ども、まずそういった部分の情報の商工会さんをうまく利用していっていただきた
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いなとは思っております。 

まちづくりには、時間も多大な費用もかかります。今、民間民営というお話がご

ざいました。 

今、まだ、これから開成町の駅前の駅前構想というハード面のほう、これからと

いう部分がありますので今、私がお話をしました例えばそのサポートの拠点になる

ようなところというこれソフトの部分になりますから、まだまだ先になる部分かと

は思いますけれども、どこか片隅に、こんなことも言ってたなと入れておいていた

だければと思っております。 

幸い現在当町は人口が伸びてきております。代々執行されてこられた町長や職員

の皆様の努力のたまものだとは考えております。 

しかし、全国的に見ると、コロナ禍での出生数減少、賃金の低迷、物価の高騰、

事業者の倒産など、決して安心できる状況ではございません。各種御回答いただい

たように、現在頑張っている企業等への制度の周知、商工会とさらなる連携をし、

新規創業は、事業承継のサポートを町でも可能な限り、できる範囲でという意味な

んですが、サポート等の引き続きお願いをしたいと思います。 

以上で私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。  

○議長（山本研一） 

これで寺野議員の一般質問を終了といたします。 

暫時休憩といたします。再開を１０時３５分といたします。 

午前１０時１９分 

○議長（山本研一） 

再開します。 

午前１０時３５分 

○議長（山本研一） 

引き続き一般質問を行います。 

３番、石田史行議員、どうぞ。 

○３番（石田史行） 

皆さんこんにちは。３番議員の石田史行でございます。 

それでは通告に従いまして、１項目質問をさせていただきたいと思います。公共

施設マネジメントの現状と課題についてということでございます。 

現在、町の建物を対象とした公共施設は、役場庁舎、町民センター、福祉会館な

ど、４３施設を数えております。この施設の維持管理に関わるマネジメントという

ものは、計画的かつ総合的に進めていかなければいけない課題でございます。 

この点、町として、公共施設等総合管理計画及び個別施設計画というものを策定

しまして、各施設の現状分析に基づきまして、一定程度は計画的に改修等を実施し

ていると私は認識してございますが、当初、想定しない案自体が発生することによ

って、工事費が膨らむ案件が増えている現状がございます。 

また、町長は町内に図書館を含めた複合施設の整備構想というものを掲げていら
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っしゃいます。 

このいわゆる公共施設の保有総量の保有施設総量の縮減というもの、縮減を基本

方針とする、公共施設等総合管理計画とのいわゆる整合性というものが今後問われ

てくるのではないかと考えてございます。 

そこで公共施設のマネジメントの現状と課題について、町長の見解を伺いたいと

思います。 

以上、答弁よろしくお願いいたします。 

○議長（山本研一） 

町長。 

○町長（山神 裕） 

石田議員の御質問、公共施設マネジメントの現状と課題についてお答えいたしま

す。 

まず、公共施設マネジメントの現状についてですが、開成町の建築物系の公共施

設は、庁舎や消防団詰所など、行政系施設が１１施設あります。また、自治会館や

町民センターなど、町民文化系施設が１５施設あります。このほかに学校施設や、

あしがり郷瀬戸屋敷、福祉会館、町営住宅など１７施設を保有しており、現在合計

４３施設を保有しております。 

この公共施設４３施設のうち、延べ床面積の割合で約５６％が建築後、３０年を

経過。徐々に老朽化が進行しており、安全性や機能を確保するための維持管理、更

新等に要する費用が課題となっております。 

安全・安心な公共施設に向けた取組といたしまして、将来人口及び財政の見通し、

公共施設の修繕・更新に係る財源の見込みなど、道路や橋梁などのインフラ施設も

含めた公共施設全体に対する基本的事項を定めました。開成町公共施設等総合管理

計画を平成２９年３月に策定し、持続可能な行政運営に努めております。 

この総合管理計画において、建築物系の公共施設については、計画期間の平成２

９年度から令和３８年度までの４０年間における改修、更新に関わる経費を試算い

たしました。 

現在の施設を今後も保有し続けると仮定した場合、総務省において、公共施設の

維持・補修・更新に関わる試算に用いられた考え方や条件をもとにシミュレーショ

ンをしたところ、必要とする経費は、４０年間で約１９９億円、年平均で約５億円

となる見通しとの結果となりました。 

また、多様化する町民ニーズへの対応が求められ、将来的には少子高齢化や生産

年齢人口の減少、それらに伴う税収の減少が見込まれる状況下、総合計画における

公共施設の管理に関する基本的な考え方は以下の２つであります。  

１つ目は、従前の事後保全から、予防保全への転換による維持管理費の低減や、

施設の長寿命化による大規模改修や建て替え費用の平準化により費用の軽減を図る

ことです。 

２つ目は、機能の集約化や複合化、広域化、すなわち周辺市町との相互利用など、
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時代のニーズを踏まえた保有施設の総量の縮減を図ることであります。 

そして、この開成町公共施設等総合管理計画に則り、建築系の公共施設の管理に

関するより具体的な計画といたしまして、令和３年度から令和６年度までを計画期

間とします開成町公共施設等個別施設計画を令和３年３月に策定しました。  

この個別施設計画では、施設ごとに方針を定め、文命中学校や町民センターなど

の改修を計画的に進めているところであります。 

続きまして、公共施設マネジメントの課題についてお答えいたします。  

公共施設の改修については、個別施設計画に基づき計画的に進めております。昨

年度、福祉会館の空調設備に不具合が発生し、今年度、想定よりも早期の設備更新

を行うこととなりましたが、基本的には、開成町公共施設等総合管理計画に則った

改修であります。 

現状、各施設については一定の健全度を有しており、劣化状況を踏まえた修繕や

改修により、長寿命化の取組を中心に取り組んでおります。 

数年先には、延べ床面積の割合において、建築後５０年以上を経過する施設が約

２０％になります。 

老朽化の状況を的確に把握し、より一層適切な維持管理に努める必要があると考

えております。 

また、公共施設の安全性、利用状況、機能性、耐久性、そして費用対効果などを

総合的に考慮して、機能の集約化や複合化などの方向性について検討を進める必要

があると考えております。 

公共施設の縮減については、町営住宅旧四ツ角団地は既に用途廃止しており、一

定の取組を進めております。 

一方で、開成町は人口増加が進んでいる状況の中で、多様化する住民ニーズを的

確に反映し、機能を集約化、複合化した公共施設を新設することは、町民の皆様の

生活の利便性の向上並びに質を押し上げる上で有効な方策であると考えております。 

公共施設の適正な管理に関しては、課題はありますが、最小のコストで最大の効

果を発揮すべく、より質の高い行政サービスを提供できるよう、民間の活力やノウ

ハウ、資金の活用など研究を進めてまいります。 

以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（山本研一） 

３番、石田議員。 

○３番（石田史行） 

町長より一定の御答弁をいただきました。公共施設のマネジメントの現状と課題

ということでございます。 

まず議論に入る大前提として、まず私のスタンスを明確にしておきたいと思って

おります。 

冒頭申し上げましたように、町長が図書館を含めた複合施設というものを、駅前

通り線沿いに建てたいというような構想をお持ちです。私は別に駅前通りに行う必
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要ないのかなとも思いますけれども、ただこの将来的に、開成町に「教育のまち開

成」にふさわしい図書館というものを造っていく、その方向性に関しては大賛成で

ございます。ただ、その上で私が冒頭申し上げたように、当然、この公共施設の保

有総量の縮減というものを、基本方針とする、いわゆる公共施設等総合管理計画、

計画期間４０年間ということでございますけども、これについては、先ほども町長

から、仮に現在の施設を、全部維持するという前提で試算すれば、約４０年間で、

１９９億円、年平均約５億円のコストということで、これは本当に無視できない大

きな問題でございます。 

そういう意味で、縮減という意味で、私はこの整合性がしっかりと図らなければ

いけないと思っております。その中で１つ引っかかるというか、ということで、町

長の御答弁の中で、町営住宅、旧四ツ角団地についてちょっと触れていただきまし

た。これにつきまして、実は先月の２２日、全員協議会の場で非公式の場でありま

したけども、町のほうから、今回、この町営住宅、旧四ツ角団地についての解体と

いうことにつきまして、見送るというようなことが方針が示されたわけでございま

す。 

今までの経緯等を踏まえますと、大変私はこの公共施設のマネジメントという意

味合いでは、ちょっとあまり適切じゃないんじゃないかと私は思うんですけれども、

改めて町長がこの四ツ角団地の解体を見送るという非常に重大決断をされたわけで

すけども、その背景、そして理由、今後四ツ角団地をどうするのかということにつ

きましても、町長の御見解を伺いたいと思います。 

○議長（山本研一） 

町長。 

○町長（山神 裕） 

四ツ角団地の解体を見送るということですけれども、公共施設マネジメントとい

う視点では、総合的に判断して、それ自体が格別な問題があるとは認識しておりま

せん。 

例えば、あそこを解体して跡地利用の計画があるとか、そういったことでも現時

点ではありませんでしたし、あとは二級河川の今後の整備、未改修部分が約９００

メートルありますけども、あれを本年も度々県の方に要望しておるような最中であ

りますので、解体を一旦中止したということについては、今後、我々として、河川

の整備並びに跡地利用というんですか、そこで町民の皆様の福祉の向上、幸せのた

めに有効活用させていただくことが、今回の決断を後々正当化していただけるよう

に努めてまいりたいと思います。 

以上です。 

○議長（山本研一） 

３番、石田議員。 

○３番（石田史行） 

今、解体の見送りの説明を、理由を説明いただきましたけど、ちょっといまいち
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ぴんとこないんですよね。公共施設のマネジメントという観点からは問題ない、格

段格別問題ないとはっきり言われましたけれども、ちょっと私は異論がございまし

て、例えば、あそこの土地に関しましてはですね、建物建てる土地については、７

８５平米の町有地に建っています。坪にすると約２３０坪余りの非常に広い町有地

の上に建物が建っているわけでございますが、あの土地についてですね、結局今解

体を見送って、今後、いつ解体するのかということは明確には御答弁なかったです

けど、ここ数年間、あの土地を、放っておくのかというのは、僕は公共施設のマネ

ジメントとしてどうなのかなと私は思うんですけれども、町長どう思うのでしょう

か。 

○議長（山本研一） 

町長。 

○町長（山神 裕） 

私が格別問題ないと申し上げましたのは、一応供用廃止しておるという点から、

今後につきましては、供用廃止したものがいつまでという御趣旨だと思うんですけ

ども、できるだけ早期に、そこの河川の整備であったり、跡地をどうしていくか。

どのように利用するのか、売却等々もそういういろいろな様々な選択肢がこれから

研究しながら対策対応していきたいと思います。 

以上です。 

○議長（山本研一） 

石田議員。 

○３番（石田史行） 

売却等も考えていきたいという、河川改修との絡みで、御説明がありました。早

期にということでございましたけれども、私は今回、この解体の見送りを方針され

てから、表明されてから、私はこの四ツ角団地の周辺の地域住民の方に御意見を伺

いまして、非常に皆さんのある意味のけぞらんばかりに、何でですかと異口同音に

おっしゃっています。とにかくあの四ツ角団地は早く解体してもらいたいと。ちょ

っとあれですけども、実はタヌキが相当入り込んでるらしいんですよ。地域住民の

方がタヌキと目が合うんです。それはやっぱり怖いですよね、やっぱりね。それは

一度や二度じゃないらしいんです。ですから、あそこはとにかく早く解体していた

だきたいというのが、地域住民の声なんですよ。その地域住民の声を、町長はそれ

に対してどのようにお答えになりますか。御説明いただきたい。 

○議長（山本研一） 

町長。 

○町長（山神 裕） 

動物が棲んでいるかどうかは承知してないんですけども、出没する情報は私も得

ております。その点に関しましては、今まで以上に建物の周りを頑丈に、囲い等を

設置することによって、防いでいきたいと考えております。 

あと先ほどの答弁では少しちょっと不足してしまったんですけども、今回の見送
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りに伴って発生したお金を、私が町内をこの５年間歩いておって、一番町民が望ん

でいると判断した道路の整備、河川の整備等に振り分けていく予定でございます。

一部はもう既に執行させていただいてるところもありまして、もちろん様々な分野

で、様々な要望等があるのは十分承知しておりますが、最小のコストで最大の効果

を上げて、町民の皆さん幸せになっていくという視点で、その優先順位というもの

があるとすれば、今回はそのような形で道路整備に資金を振り分けさせていただい

たということでございます。 

以上です。 

○議長（山本研一） 

３番、石田議員。 

○３番（石田史行） 

優先順位を考えられたと。今回、費用が今年度の令和５年度予算の中で、６，４

００万余りを計上しております。この６，４００万余りの国の補助金も含めてです

けれども、これを別のところに回すと、道路の補修に回すということでございます

けども、その道路の補修自体は、河川の改修もそうでしょう、河川の改修は、県だ

と思うんですが、道路の補修に関しましては、それはあの、ちゃんとこの令和５年

度の予算の中で、しっかりと手当がされているわけじゃないですか。なのに、この

四ツ角団地の解体という、ある意味この令和５年度予算の今年度予算の主要な事業

ですよ。主要な事業です。６，０００万ですから。これをあえてやめて、回さなき

ゃいけないほど、町内の道路というものはボロボロなんですか。私はその優先順位

がちょっとよく分かんないんですよ、町長。そこのところもう少し何で四ツ角団地

の解体の工事を見送らなきゃいけないのか。もっと分かりやすく、具体的に、町長

はこれをどうしたいのかということを御説明いただきたい。 

○議長（山本研一） 

副町長。 

○副町長（石井 護） 

それではまず私からお答えをさせていただきたいと思いますが、先ほどから御議

論いただいている部分につきましては、公共施設のマネジメントという部分もあり

ますけども、基本的には５年度の予算を執行を見送らせていただいた。その部分を

先ほどから説明しているように補正予算として、別の道路の改修等に回させていた

だいた。 

これの経緯につきましては、まず体制も変わったという部分ございますが、改め

て令和５年度の主要政策ですとか、重点事業ですとか、そういったものの予算を見

直しをさせていただきました。チェックをさせていただきました。 

そうした中で、この四ツ角住宅の解体予算執行につきましては、まずここについ

てはマネジメントという面からいえばもう既に３年も前に用途廃止をしているわけ

で、解体するんであれば、すぐ用途廃止して、解体すればよかったんですが、解体

をしなかった。その理由は、過去の経緯を見直してみますと、今もそうですけども、
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解体をした後の土地利用が全く決まってない。ただ、平地というか、更地にして、

管理をしていくという部分があって、しかも、言われるとおり、解体費用でいけば

総額６，８００万ほどの費用がかかると。一般財源とすれば５年度でいえば３，５

００万ほどの一般財源がかかるわけですが、まず利用が決まっていないということ。

先ほどからこれは想定というか予測というか、そういう範囲なんで、確実性とすれ

ば全くないですけども、言えるのは平成２５年に、池嶋橋、いわゆる県道怒田開成

小田原線と言われている、そこの池嶋橋までは、要定川改修をして、それの東側の

用地については県は、次の改修のために、一筆ごと買収済みになってございます。

ただ、それから、一向に手をつける気配がなくて、残りが９００メートルの未改修

部分が残っていると。 

１つは、昨今はあふれたことはないですけれども、溢水したことはないですが、

ゲリラ豪雨ですとか、そういった部分からすると、住宅街を流れる要定川、二級河

川ですけども、これの改修は、起こってからでは遅いんで、早急に進めていかなけ

れば、つまりこれは二級河川、県ですから、県に要望していかなきゃいけないとい

うところを考えたときに、通常の常識的なという表現をさせていただきますけども。

河川の改修の線形を考えると、四ツ角団地がほぼほぼ線形に当たってくる。  

そこで、捕らぬタヌキの何とかじゃないですが、現在の基準で補償費等を算定し

たら、二億数千万という形の補償費でありました。 

必ず線形のところに引っかかるというのは、これは今現在何とも申し上げること

はできないんで、そこはあまり強調したくないんですが、そのときの今年度の当初

予算の審議の内容を、そこも見させていただきましたけど、跡地利用をどうすると

か、要定川が万が一改修になった場合に、そういう補償費関係はどうなんだろうと

いう、そういう御議論をした形跡が全く見受けられなかったんで、そういった観点

からして、二千数百万は補助金ですから、一般財源分のその３，５００万円分とい

うのは、極めて財政的な観点からいって、壊すだけであと何もということであるな

らば、道路は十分あるんじゃないかという議員の御意見ですけれども、我々からし

てみると、住環境整備計画ですとか、道路の整備計画はありますが、これが計画ど

おりにはなかなか進んでいない。行ってはいますけども、計画には遅れているとい

うか、そういった状況もございますので、そちらに財源を導入して、いわゆる住民

の生活道路について、一番密接につながっていますから、そういった改修へ回させ

ていただきたいと。 

それと御懸念の住宅につきましては、基本的に今現在の耐震の基準からすれば、

それは満たしてないという形で用途廃止の原因にもなったわけですけども、ただし、

結果として特段、明日にでも倒壊をするとか、そういった状況にはないということ

と、それとそのまんま手をつける、つけないと、というわけではなくて、この後、

御審議いただきますけども、お認めいただければ、数百万の予算をかけて、いわゆ

るそういった動物の棲みかにならないように、あるいは防犯上の観点からですとか、

そういったところできちんと管理のための整備をしていきたい、そういう予算も提
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案させていただいてございますので、今回の御質問の趣旨とはちょっと離れますが、

言ってみれば財政的な観点からそういう措置を取らせていただいたということで御

理解いただければと思います。 

○議長（山本研一） 

３番、石田議員。 

補正予算でこの件は出てきますのでそこでまた十分議論していただければと思う

んですけどいかがでしょうか。 

３番、石田議員。 

○３番（石田史行） 

補正予算でまたそれは議論しますけども、公共施設のマネジメントということで、

私は聞いております。 

そうですね。とにかく地域住民の声として、町長聞いていただきたいんですけど

も、要するに早くあそこの四ツ角団地を解体していただいて、そして更地にすると。

それをすぐ県が二級河川のクランクしている流れをできるだけなだらかにするよう

にしてもらいたいというのが、地域住民の方々の、住んでいる方々の切実な思い、

副町長も若干そのような、それをやるようなことをおっしゃっているわけですけれ

ども、それでしたら、本当に体制が変わったからといって、これ変えていいものな

のかどうかなと。 

要するに町長が代わったからということだと思うんですけれども、私はそこは冷

静に、例え町長が誰であっても、変えてはいけない案件というのは私はあると思う

んですよ。別に町長が、前町長が立てた予算を組み替えるということ自体、それは

別にあってもいいと思うんですよ。だけど、やっぱり内容によっては変えちゃいけ

ないところというのはあると思うんですよね。まさにこれまでの経緯を考えますと、

やっとここまで来たと。解体のところまで持ってきたわけですよ。これまでの歴代

の財務課長さん、参事さんたちもいらっしゃいますけど、ここまで持ってくるのに

どれだけ苦労したか。そういう意味で、令和５年度予算を我々承認しているわけで

す。そういう中で、ここでこの展開はないんじゃないかなと。とにかくあそこの川

の流れを早く何とかしてもらいたい。そのためには、四ツ角団地をまず解体をしっ

かりして、更地にして、そして県にその二級河川の改修を要望するというのは、私

は今までの既定路線だったと思うんです。そこを変えるということであるならば、

その変える理由を町長から御説明いただきたい。 

○議長（山本研一） 

町長。 

○町長（山神 裕） 

二級河川、要定川のクランク部分をできるだけなだらかにして、その水害のリス

クを低減する考え方は全く一致しております。 

そして総合的に、先ほど副町長からありましたけれども、補償費を考えますと、

トータルでは財政的には、今回見送って補償費ですね、を得るほうが、もちろんこ



－３３－ 

れは金額等々は全く確定しておりませんけれども、今後の話であります。トータル

では町民にとってプラスであると判断をさせていただいた次第です。 

以上です。 

○議長（山本研一） 

３番、石田議員。 

○３番（石田史行） 

補償費、それはまさに副町長がおっしゃった捕らぬタヌキの皮算用になりかねな

い話でありまして、それを何か私は真に受けることは、ちょっと正直今の今現時点

で、材料として、本当にあの県はしっかり面倒見てくれんのかというのは、私は全

く疑問です。むしろ、繰り返しになりますけども、あそこを更地にして、そして売

却してもいいと思いますよ。いい土地ですから。でもいいですし、そういう中で河

川改修もしっかりと県に要望していくというのが私は、まさに自然な流れというか、

これまでそういう流れだと思っていました。もちろんそれが維持されると思いまし

た。その流れの中で、この解体工事をしていくということがもう入っているわけで

す、今年度中にやるというのは。それが突如として見送るということでございまし

て、そこのところを、私は納得いきません。ちょっとあの、これ水掛け論になるか

もしれないんで、もうちょっとまた質問のちょっとあれを変えますけど。 

何で私はこだわるかというと言うと、個別施設計画、開成町の計画のこの３０ペ

ージ、３１ページの中に、この対策内容と実施時期というのがあって、令和３年か

ら令和６年まであるんですよ。各施設をどうするのかというのを書いたんですね。

それ見ますと、現状維持、それから用途変更等々があって、なんですけど、この旧

四ツ角団地というところだけが、ここが大事なんですけど、跡地利用の検討及び解

体と書いてあるんですよ。この計画を無視するんですか。それが理解できない。 

それからもう１つ、これもお答えいただきたいんですけど、第五次開成町総合計

画の後期基本計画の第２期実施計画というものが、これは令和４年に出ています。

令和４年３月。この３８ページに、住環境の整備・保全という中で、公有地管理事

業、事業概要として旧四ツ角団地の解体工事、令和４年には設計等をやり、令和５

年には工事と、もう計画は予算額としては７，５００万ぐらいと総合計画に、令和

４年３月に明記されているんですよ。それを変えるんですか、町長。私それはおか

しいと思うんですやっぱり。この計画、個別施設計画もそうですよ。それから総合

計画もそうですよ。ここに明確に明記されているのに、何でそこを変えるのですか

と、この計画は一体何なんですかと私は思うんですけども、町長の見解を伺いたい

と思います。 

○議長（山本研一） 

副町長。 

○副町長（石井 護） 

町長へという御指名なんですが、その前段として、くどいようですけど、ちょっ

とお答えさせていただければと思いますが、まず予算の部分について、これは議員
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のおっしゃるとおり、当初予算を調整して我々も含めて、いろいろ苦労したという

のは例年行っていますが、これ私もさんざんやって身をもってしていますので、そ

のことに対して、どうこうなどというのは全くなくて、非常に大変だったと思って

ございます。また、それを御審議いただいて、お認めいただいたということはそれ

はありがたく思っているんですが、手続とすれば、決まったことといっても、これ

は自治法の中での理屈ですけど、執行権という部分については行政側の執行側にあ

って、それは基本的にはフリーにできるという形で、それをこれに限らず点検をし

て、そういう結果にさせていただいたということをまず申し上げ、これは次の議長

もありましたけど、予算の話になってきますから、それ以上は言いませんけども。 

あとその計画にあって、解体云々という部分を言われたんですが、そこの時期等

という部分はあろうかと思いますが、基本的に先ほどから解体をしないなんていう

ことは一言も言っていないです。それを町の今ここで、一般財源を投入して解体す

るものなのか、あるいは建物の状況見た中で、それが県のインフラ整備等によって、

町の財政的にプラスになるという可能性があるんであれば、そちら側を選択したと

いうことでございます。 

ここでは町の一般財源を使って解体するのは、見送ったという話なんで、解体を

しないんだなどということは、一言も言っていないという、それを御理解いただき

たいと思います。 

○議長（山本研一） 

町長。 

○町長（山神 裕） 

私もその過去のいろいろな経緯につきましてはもちろん承知しておりますし、議

員の皆様をはじめ、町の職員の皆様のこれまでの御努力等々も十分承知しておりま

す。その上で、さらに中長期の視野に立って、財政的な点等を先ほど申し上げまし

たけれども、全町的に見た町民のニーズ、要望の観点から今回このような判断をさ

せていただきました。 

以上です。 

○議長（山本研一） 

３番、石田議員。 

○３番（石田史行） 

町長ちょっと言葉返すようですけど、町にとってプラスになるということがちょ

っとよく分かんないんですよ。要は、今回これを見送ることによって、あそこの河

川の二級河川の改修が、何か一歩でも二歩でも進んでいくという保証はあるんでし

ょうか。 

 あそこを今、解体しなかったらもうあのままもうほぼ解体しないと、先ほど開き

直っておっしゃっていたけど、それは解体しないようなわけはないと思うけどそれ

が数年先になったら、もうずっと解体できないんじゃないですかということを私は

懸念して言ってるわけですよ。解体しないと、やっぱりいつ解体するの、今でしょ
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うということですよ。町長。そう思うんです。 

だから、いやいいんです、あそこを今回解体を見送りをすることによって、副町

長に町にプラスになるという意味がよく分かんないんですけど、要はあそこの二級

河川の改修というものがプラスになるという考え方でよろしいでしょうか。そこの

辺りを教えてください。 

○議長（山本研一） 

副町長。 

○副町長（石井 護） 

議員のおっしゃられる言葉をお借りすれば、壊すのは今じゃないでしょうという

判断をさせていただきました。それは確かに県が事業主体の部分でございますから、

ここで幾ら議論していたとしても、その確実性というのは見いだせないと思います。 

ただ、状況からして、これはその残りの９００メートルという部分が、我々も調

査というか、現地、踏査と言ったほうがいいかもしれないですね、しましたけれど

も、護岸の築造物は相当古くて、調べたんですが、いつ築造したかも分からない、

そういう状況でございます。まさに言われるの議員も全く御存じのとおり、クラン

クになっているところというのは、当然上流から下流に向かって１回もろに湾にぶ

つかって、９０度に右に曲がると今度、また、もろにコアにぶつかって、左で下流

に持っていくという部分からしてみると、まさに町営住宅にかかっている橋も、ご

ざいます。そこの中も橋脚というんですか、そこの部分も若干侵食されているよう

な状況もございました。それからすると、これは重要だなと。 

それともう一つ、これは私どもからお答えするのは若干どうかなという部分もあ

るんですが、平成２５年以降というか、改修について、当然あそこまで来たんだか

ら、残り上流用地も一部買ってある、県が。やっていただけるんだろうというとこ

ろで安心していた部分もあるのかと思うんですが、特段そのかなり強いプッシュで、

県で、残りの要定川を改修をしてくれという要望活動を、県要望という部分があっ

て、文字面で、要望という部分には出していた経緯もありますけども、特段それほ

ど強く、１つの表現をさせていただければ、県で要望していたという部分もなかっ

たんで、そこのところは素直に町の要望活動は弱かったのかなと。ですからそこの

部分については、今後の先ほど町長も少し触れたかと思いますが、十分に要望活動

をしていきたいと。 

これは想定の話になるんで、なかなか何度も言うように難しいんですが、金額で

見ればここで解体する費用を使う、支出する、数倍の、今現在のシミュレーション

でいけば、収入が県の整備を進めば、あるということ可能性があるということです

ので、当然、建物の耐久年数というか、状況というのは、その改修するかしないか

までずっとどこまであれするのと言えば、それは年数がたてば朽ちていくという部

分も当然あるわけなんで、それはその状況を見た中で、県のその最悪というか、改

修状況が決まらないという状況になれば、それはそのときに町の費用で解体をする

ことにはなると思います。 
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○議長（山本研一） 

３番、石田議員。 

○３番（石田史行） 

もう時間も長くなっておりますので、これは補正にも予算にも関わることなので、

私、すみません。私、副町長みたいに頭よくないんで、ちょっと今のところ納得は

いきません。正直。ですが、これを聞いてる地域住民の方々の意見を踏まえて、よ

く私これから伺って、補正予算に関しては、採決に関して重大な決意を持って臨む

ということをお伝えしておきます。 

私の質問を終わります。 

以上です。ありがとうございました。 

○議長（山本研一） 

これで石田議員の一般質問を終了といたします。 

暫時休憩といたします。再開を１３時３０分とします。 

午前１１時１７分 

○議長（山本研一） 

再開します。 

午後１時３０分 

○議長（山本研一） 

引き続き一般質問を行います。 

４番、井上慎司議員、どうぞ。 

○４番（井上慎司） 

こんにちは。４番議員、井上慎司です。 

通告に従いまして２件の一般質問をさせていただきます。まず１項目め、町道２

０１号線の現状と今後の整備計画は。 

開成町を東西に横断する町道２０１号線は、松田町と南足柄市をつなぎ、開成町

の交通網の骨格を担う道路の１つであります。町道２０１号線は通学路であり、ま

た通勤時間帯は自動車の交通量も増える状況であるが、路面状態の悪い箇所や幅員

の狭い箇所が点在しております。また、そういった部分に危険を感じる町民の声を

複数、聞いております。 

開成町都市計画マスタープランでは、町道２０１号線の歩車共存道路化や歩道部

のカラー舗装化などの計画が記され、歩行者と自動車が共存可能なシンボルロード

づくりを図るとされていますが、町道２０１号線の現状をどのように認識されてい

るのか、また今後の改良予定や整備計画について伺います。 

２項目めの質問は後ほど自席から行います。よろしくお願いいたします。  

○議長（山本研一） 

町長。 

○町長（山神 裕） 

井上議員の御質問、町道２０１号線の現状と今後の整備計画はについてお答えい
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たします。 

町道２０１号線は、昭和５５年３月に町道認定をした開成町の中部地域を横断す

る道路です。十文字橋から文命中学校、吉田島高校、そして開成小学校を通り円通

寺観音堂につながっており、延長約１，７８５メートルです。この町道の通学時間

帯は児童や生徒と通勤車両等が往来することから、安全性に配慮した計画を進めて

いく町道であると認識しております。実際に昨年度は車道外側線の引き直しを実施

するなど、年間を通じて舗装の悪い箇所を修繕し、歩行者や車両運転者への注意喚

起を促しているところであります。 

町では、都市計画マスタープランとの整合性を取りながら町道整備の具体化を図

るための基本計画、開成町住環境整備マスタープランを策定しております。この計

画において町道２０１号線は生活軸となる道路である地区集散道路と位置づけ、歩

道・歩行者空間２メートル、車道５メートルを標準幅員としております。現状は車

道と住宅敷地の間の幅が余裕が少なく、直ちに拡大が進む状況にはない事業難度が

高い町道であることから、現時点では整備計画や工事の予定はございません。先に

着手しております町道改良事業の進捗を見ながら、開成町住環境整備マスタープラ

ンに基づいた整備を行っていきたいと考えております。 

家屋建て替えや取壊し、民間開発などの機会を注視し、６月定例議会において補

正予算を御承認いただいた延沢地区の土地のケースのように、拡幅に必要な土地の

先行取得に努めてまいります。なお、将来的に整備する段階においては、開成町の

中部地区におけるシンボルロードとなるよう整備したいと考えております。  

以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（山本研一） 

４番、井上議員、どうぞ。 

○４番（井上慎司） 

町長より一定の御答弁をいただきましたので、順次再質問をさせていただきます。 

町のホームページで、開成町の紹介文の中で開成町は東西に１．７キロと記され

ています。総延長１．７キロの２０１号線というのは、まさに開成町の端から端を

つなぐ道路であり、新たに町の東西をつなぐ道路として開成みなみ通りが開通した

現在においても２０１号線の役割は大変大きく、また、利用者の多い通りでありな

がら様々な事業の陰で整備が置き去りになっているのではないのかなといった声も

多く聞いております。様々な問題箇所の相談を近隣住民や道路利用者からも多くい

ただいている現状でもあります。また、整備の遅れている既成市街地道路の最たる

ものが２０１号線であるとも思っております。 

答弁の中で、通学時間帯は児童や生徒と通勤車両等が往来することから、安全性

に配慮した計画を進めていく町道であると認識しているとありましたが、実際のと

ころ横断歩道や「この先、横断歩道あり」の道路の標示が消えて全く見えなくなっ

ているところもあります。 

また、文命中学校前においては、幅員の狭さから登下校に正門を使わずに東西の
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出入口から登下校している状態が現状です。また、文命中学校正門前は、道路の左

右に、はすに道路標識が立っております。これが、車が、自動車がミラーをぶつけ

ているのを御存じでしょうか。文命中学校正門前は、車のミラーで物すごくきらき

ら光り輝いているような状態になっております。 

こういった通学路が長年このような状況で放置されているというか、原状回復、

どうにかできる状況ではないというものが続いていることに対して、町はどのよう

に今お考えでしょうか。 

○議長（山本研一） 

街づくり推進課長。 

○街づくり推進課長（柏木克紀） 

では、ただいまの御質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

現状、狭いところの認識は、町長答弁させていただいたとおり認識はしてござい

ます。ただ、やはり今すぐに拡幅をするというところであれば、住民の方、住まわ

れている方との意見の合意を求めていかなければいけませんので、事業の進捗に関

しては時間がかかるものと認識しております。 

以上です。 

○議長（山本研一） 

４番、井上議員。 

○４番（井上慎司） 

もちろん、すぐに道路の拡幅ができるとは思っていないのですが、幅員の狭い部

分の電柱あるいは道路標識というものを民間の民地のところと御相談をして民地の

ほうに引き込むだとか、そういった対応は取れないのでしょうか。  

○議長（山本研一） 

街づくり推進課長。 

○街づくり推進課長（柏木克紀） 

ただいまの御質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

当然、民地の側に電柱が移設されれば必然的に幅員は広くなるというところは認

識してございますが、なかなか町民の方、近隣にお住まいの方、自分の敷地の中に

電柱を設置してもいいというところの御認識をいただけるようなところは難しい状

況であるということも認識はしてございますので。その部分を民地のほうに設置、

お願いをさせていただいたとしても、それが民地のほうに電柱が移設する可能性の

ほうが低いというところは認識しております。 

以上です。 

○議長（山本研一） 

４番、井上議員。 

○４番（井上慎司） 

これまでにそういった取組で呼びかけ、自治会長会で話をするだとか、そういっ

たことをされた経緯等あれば教えていただきたいです。 
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○議長（山本研一） 

街づくり推進課長。 

○街づくり推進課長（柏木克紀） 

ただいまの御質問にお答えをさせていただきます。 

自治会長会等で町道の上に設置してある電柱を民地側に引き込みたいというとこ

ろの御相談をさせていただいたことは、ございません。 

以上です。 

○議長（山本研一） 

４番、井上議員。 

○４番（井上慎司） 

確率が低いので取り組まないではなく、そういったところからの声かけをするこ

とで道路に対しての意識づけというところも広がっていくと思います。ぜひ、そう

いった取組をしていきたいと思います。 

また、文命中学校の正門前という話でしたので、現状について教育長、どのよう

にお考えか伺いたいです。 

○議長（山本研一） 

教育長。 

○教育長（井上義文） 

ただいまの御質問にお答えします。 

現状あのような状況ですので、生徒の登下校については、より安全であろう門を

使用しているという状況です。 

以上です。 

○議長（山本研一） 

４番、井上議員。 

○４番（井上慎司） 

せっかく正門があるのですから、正門が使えるような状況を整えていただいて、

きらきら光り輝くのがミラーの破片ではなく、子どもたちの笑顔輝く正門であって

ほしいなと思うのですが、教育長も同様の考えでしょうか。 

○議長（山本研一） 

教育長。 

○教育長（井上義文） 

「すてきさん」を目指す私としては、きらきら輝く笑顔の子どもたちの表出には

努力をしていきたいとは思っていますが、現状あのような状況であるということで、

先ほど申したとおりの通学路、門の位置づけになっているかと思います。  

以上です。 

○議長（山本研一） 

４番、井上議員。 

○４番（井上慎司） 
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できれば正門、堂々とそこを通学に使えるような状況を今後つくっていってほし

いというのを教育長から訴えていってほしいなとも思っております。 

続きまして、２０１号線の一部区間に設置されているインターロッキングの劣化

について伺います。インターロッキングとは道路の両サイドにブロックがはまって

いて模様のようになっている部分なのですが、本当に一部区間だけ、そのようにな

っております。そのブロックが割れたり欠けたりしたときに、町に言うと本当に半

日以内ぐらいの勢いで、本当に開成町の「すぐやる課」ぐらいの勢いで補修してい

ただけていたのです、ずっと。今も対応はしていただいているのですが、ある日を

境にブロックの入替えではなくて、一部アスファルト状のもので穴を埋めるという

対応に変わっているのですが、今、ブロックを埋め直すという対応はできないので

しょうか。 

○議長（山本研一） 

街づくり推進課長。 

○街づくり推進課長（柏木克紀） 

ただいまの御質問にお答えをさせていただきます。 

現存、ブロックをストックしているわけではございませんので、同じ規格のもの

をあてがうということはなかなか難しい状況でございますので、今は簡易舗装のほ

うで対応させていただいてございます。 

以上です。 

○議長（山本研一） 

４番、井上議員。 

○４番（井上慎司） 

大変迅速に簡易舗装していただいているのは本当に感謝しているのですが、簡易

舗装、数か月たってくるとへこんできたり、またすぐに穴が掘れてしまったりとい

うような状況になってしまいます。応急処置でしかなく、また、黒く埋めてある部

分が年々増えていって道路の美観も損なわれているような状況です。 

また、凹凸が大変激しくて、高齢者の方、ベビーカーを押している方、今、僕が

一番心配しているのが電動キックボードです。電動キックボードは前輪がはまった

瞬間、顔から地面にたたきつけられるような構造になっているので、あの小さなく

ぼみがたくさんある道路というのは早期にどうにかしなければいけないと思ってお

りますが、この部分に関しても頃合いを見計らって、優先順位が低い中で順次やっ

ていくというお考えでしょうか。 

○議長（山本研一） 

街づくり推進課長。 

○街づくり推進課長（柏木克紀） 

ただいまの御質問にお答えをさせていただきます。 

問題があることは当然認識しておりまして、すぐに対応して町民の方に御不便を

かけないように対応させていただいているところでございます。やはり面的整備を
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するにおいては、ある程度の距離を一遍にやることが効率的に、また経済的になっ

ていると思っておりますので、優先順位は、今の時点では、まだ、いつやるかとい

うことは決めておりませんけれども、将来的にはインターロッキングを取りやめる

というところも視野に入れながら整備は進めていきたいなと思っております。  

以上です。 

○議長（山本研一） 

４番、井上議員。 

○４番（井上慎司） 

ただいま将来的にはインターロッキングを取りやめるというお話もありましたし、

計画の中ではグリーンベルト化というものも盛り込まれております。でも、実際の

ところ、グリーンベルト化をして道路をきれいにしましたといっても、インターロ

ッキングと同様にグリーンベルトがどんどん消えて、消えっ放しで放置をされてし

まうということがなきにしもあらずなのかなと思っております。やはり最終的には、

あの道路を安全にするためには拡幅しかないと思っているところであります。  

開成町都市計画マスタープランの中の中部地域「くらし」ゾーンの計画目標の中

には、町道２０１号線について、水路の潤いを感じるシンボルロードを形成すると

記されております。２０１号線を横断する水路は幾つかありますが、その中でも旧

四ツ角交差点近くにある要定川が流れております。この要定川ですが、先ほど同僚

議員の一般質問でも話に出ましたが、２０１号線よりも北側の旧四ツ角住宅付近、

ここで川の流れが大きく曲がっているところがあります。この箇所は水害対策とし

ても整備の必要があると思うのですが、整備をするとすれば、河川整備をするとす

れば、２０１号線の拡幅と合わせて大規模に計画をして工事をしていくべきだと考

えております。 

旧四ツ角交差点そば、要定川に隣接している土地を町は６月に購入しております。

この土地は２０１号線の拡幅や要定川の整備に関して利用するために購入されたも

のでしょうか、伺います。 

○議長（山本研一） 

街づくり推進課長。 

○街づくり推進課長（柏木克紀） 

ただいまの御質問にお答えをさせていただきます。 

６月に購入させていただきました土地につきましては、２０１号線、町道の拡幅

を見込んで購入をさせていただいたところでございます。河川につきましては県の

事業となってきますので、開成町が土地を購入するとかいうところではないかなと

は思っております。ただ、御質問のとおり、要定川の改修工事においては当然２０

１号線を横断するところは絶対あると思いますので、その部分に関しましてはしっ

かりと県と協議した上で整備をしていきたいと考えております。 

以上です。 

○議長（山本研一） 
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４番、井上議員。 

○４番（井上慎司） 

もちろん河川のほうは県がやるのは承知しているのですが、連携を取って同時に

工事をすることによって、よりよい道路環境、河川周辺環境ができていくものだと

思っておりますので、それぞれ単独の事業ではなく一体的な工事、改修というもの

で進めていっていただきたいと思っております。 

２０１号線の事業難易度が高い一番の要因というものは、車道と住宅の間に余裕

がない、拡幅ができない一番の要因だと思っております。この拡幅には用地の買収

が当然必要になってきますが、ここ最近で２０１号線の幅員の狭い、特に狭いエリ

アで空き地が増えてきております。町長は先ほど現時点では整備計画や改良はない

が、家屋建て替えや取壊し、民間開発などの、そういった機会を注視しながら拡幅

に必要な土地の先行取得に努めていくと答弁されました。空いた土地に新しい住宅

が建ってしまいますと、今後の用地買収、より困難になってくるかと思います。具

体的な計画もない中で積極的な用地の取得というものは行っていけるのでしょうか、

伺います。 

○議長（山本研一） 

町長。 

○町長（山神 裕） 

先ほど答弁させていただいたとおり、いろいろな建て替えやら取壊し、民間開発

の情報の入手に敏感にアンテナを張り巡らせて土地の先行取得に努めてまいりたい

と思います。先ほどの延沢の事例と同様に、今後、榎本地区でも上島地区でも同様

な先行取得に努めてまいりたいと思います。 

文中の正門の前につきましても、東側、くしくも私の親戚の家に当たりますが、

私も家の事情等も当然ですけど十分承知している中で、そういったしかるべきタイ

ミング等々を見計らいながら、反対側も基本的には空き家で御親族の方が時々お見

えになっているという認識でおるのですけれども、いずれにしましても、そういっ

た代替わり等々の相続等々のタイミングをしっかりと見計らいながら、もちろん地

権者さんと十分に協議の上、できる限りの予算の許す限りで土地の先行取得に努め

ていきたいと思います。 

○議長（山本研一） 

４番、井上議員。 

○４番（井上慎司） 

予算の許す限りで用地の取得というところなのですが、そうなってくると、なか

なか優先順位の低い道路の中で、どの程度取得ができていくのかなと感じるところ

なのですが。やはり実際のところ、限られた予算の中という部分では、なかなかこ

の先、用地取得も進んでいかないのかなというのが実際のところでしょうか、伺い

ます。 

○議長（山本研一） 
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町長。 

○町長（山神 裕） 

予算に関しましては、この２０１号線の件のみならず、ある意味、全てに関わっ

てまいりますので、限られた財源の中で最小のコストで最大の効果を生むために、

２０１号線が優先すべきと判断された場合には優先して配分していくようなことは

今後あろうかと思いますが、これから検討してまいりたいと思います。  

以上です。 

○議長（山本研一） 

４番、井上議員。 

○４番（井上慎司） 

先ほどの午前中の同僚議員の一般質問の中で、事業の優先度を変えて出てきた予

算を使って道路の改修等に充てていきたいと申されておりました。町長答弁で。ま

さに今、山神町長は町の中の道路の危険箇所等を大変気にされているのだなという

のを先ほどの答弁を聞いて思ったところなのですが、既存道路の拡幅工事、これは

難易度も高く時間がかかるものですが、２０１号線沿線には現在、多くの住宅が建

設されており、今後、２０１号線を利用する方は今よりももっと増えていくと思い

ます。 

ここまでの一般質問、私の一般質問の中で、２０１号線の様々な課題を改めて認

識、共有させていただきました。また、それは窓口で済む質問や自治会要望の焼き

直しといったわけではありません。私が今、この場で一番に望むことは、利用者が

多いにもかかわらずなかなか整備の進まない２０１号線の拡幅をスピード感を持っ

て積極的に進めていくために、２０１号線を都市計画道路に編入してほしいという

ことなのですが、そういった考えは今、町長の中におありでしょうか。 

○議長（山本研一） 

町長。 

○町長（山神 裕） 

先ほどの答弁の中で優先順位、優先度という話を確かにさせていただきました。

あれは、まだ一部、補正予算のほうでこれから御審議いただく内容も含まれており

ますけれども、私として未舗装の道路をまずもって舗装するということを重点に置

いて箇所を選定させていただいた経緯があります。もちろん２０１号線につきまし

ても、先ほど御指摘いただいたようなインターロッキングが外れていたりとか等々、

危険な箇所はほかの道路と同様にあることは承知しております。 

また、都市計画道路に関しましては、その必要性について協議等させていただき

ながらとは思いますけれども、現状、家が、空き地はあるとはいえ、家が相当程度

張りついておって、すぐに取得に動けるような状況ではない道路、先に町が市街化

ができておるという事情もございますので、難易度等についてはなかなか易しくは

ないのかなという認識はありますけれども、いずれにいたしましても、その可能性

等について研究させていただければと思います。 
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○議長（山本研一） 

４番、井上議員。 

○４番（井上慎司） 

駅前通り線や北部の活性化という南部地域、北部地域に関するキーワードは、よ

く耳にします。大変多く耳にしますが、開成町の中部地域というキーワードという

ものはなかなか耳にする機会がありません。中部地域の生活をより豊かに安全に質

を高めていくためには、２０１号線の早期拡幅完了というものがとても重要だと思

っております。また、地域住民の理解や合意形成を深めるためにも、先ほど申した

ように優先度を上げてほしい。 

あと、もう１点。「シンボルロード」という言葉があるのですが、シンボルロー

ドとして、どんなイメージのどんなものができるのかというものがまだ明示されて

いないので、やっぱり住んでいる人たちにとっても言葉だけでイメージが湧かない。

そういった中ではなかなか合意形成も進まないと思うので、シンボルロードとして

のイメージというものも早急に作り上げて、近隣住民の方が理解が深められるよう

なものを進めていってほしいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（山本研一） 

副町長。 

○副町長（石井 護） 

私からお答えさせていただきます。 

全くおっしゃるとおりだと思います。中部地域は、線引きが始まる前から議員が

おっしゃられるとおり、自然発生的にという言い方が正しいかどうか分からないの

ですけれども、開成町にとって、まず初めに住宅等が建ち並んできて、まさにあの

通りは、ついこの間というか、旧県道と、昔は県道だったわけなので、旧県道など

といって商店もいっぱい並んでいるような、まさにそういう道路だったのですが。  

マスタープランに書いてあるとおり、学校も高校、中学、こちらには小学校もあ

りますから、そういったことも加味しながら、言われるとおり地域住民が「やっぱ

り、この道路いいよね」と、「ここに住んでいてよかったね」と思えるような、そ

ういった道路づくりをしていきたいと思います。抽象的で大変申し訳ないのですけ

れども、そのように考えております。 

○議長（山本研一） 

４番、井上議員。 

○４番（井上慎司） 

今、副町長がおっしゃられていたように……。続けてよろしいですか。  

○議長（山本研一） 

どうぞ。 

○４番（井上慎司） 

今、副町長答弁にあられたように、地域住民が本当に憩えるようなエリアという

のかな。２０１号線と要定川の整備を一体的にという話もしましたが、そこに水と
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親しめるような小道が抜けているだとか、例えば、そういったイメージとかが打ち

出されたならば、「ああ、こういうふうな道路になるなら、いろいろ協力したいな」

とか、地域の住民の方が思ってもらえるような方向で今後進めていっていただきた

いとともに、私の一番の望みは都市計画道路への編入ですので、そういったところ

も含めて今後しっかりと調査研究を進めていただきたいと思います。 

これで１項目めの質問を終わりにさせていただきます。 

続きまして、２項目めの質問を自席にてさせていただきます。十文字橋の維持管

理について、町の考えは。 

十文字橋の歴史は長く、地域のシンボルでもあります。平成１９年９月７日に神

奈川県西部を通過した台風９号により酒匂川が増水し、十文字橋は橋脚の沈下によ

り落橋しました。復旧までに１年５か月を要し、この期間に十文字橋が地域交通に

どれほど必要なものであったのかを痛感した町民は多かったのではないかと感じて

います。 

また、開成町中部東側地域の住民の最寄り駅は新松田駅であり、十文字橋は駅へ

向かうために不可欠な橋であります。開成町と松田町の相互の関係人口や交流人口

を増加させる大切なかけ橋でもあります。現在、ガードレールはさびて劣化し、橋

脚の一部は石積みのままですが、今後、長寿命化の大規模改修などの計画はあるの

か、また、松田町との間で十文字橋に関する意見交換や協議の機会は設けているの

かを伺います。よろしくお願いいたします。 

○議長（山本研一） 

町長。 

○町長（山神 裕） 

井上議員の御質問、十文字橋の維持管理について町の考えはについてお答えいた

します。 

現在の十文字橋は、大正３年（１９１３年）竣工、昭和５１年（１９７６年）に

神奈川県による補修等が実施された後、移管を受け、松田町と協力して管理してい

る橋長約２５６メートルの橋であります。近年、自然災害が激甚化、頻発化してい

ることから、住民の生活を支える道路や橋などの社会インフラを整備することの重

要性は高まっております。町では、町内にある９０の橋について開成町橋梁長寿命

化修繕計画を策定しており、現在の利用が維持できるよう今後も適切な維持管理を

実施してまいります。 

十文字橋においても予防保全型の維持管理を進めています。長寿命化を図る大規

模改修の計画は現時点では策定しておりませんが、平成２２年度に十文字橋の基本

となる橋梁台帳を作成、平成２４年度に各部材の健全度、劣化の状況を確認する調

査を実施し、その結果を踏まえ平成２６年度に長寿命化に向けた補修の設計を実施

しました。さらに、平成２８年度に長寿命化に向けて必要とされる橋脚の耐震補強

の設計も実施しました。 

そして、令和４年度には補修工事を実施しました。この補修工事は、国土交通省
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令により５年に一度実施することが義務づけられている点検において、補修する必

要があるランクと判断されたことから行ったものであります。また、この補修工事

の際に一部の高欄の塗装も合わせて実施しました。 

松田町とは、点検結果や各設計を実施した後に担当レベルで意見交換や協議を重

ねており、平成３０年度には両町の副町長を交えた意見交換を行っております。な

お、課題の整理や今後の方向性については開成町だけで決定できるものではありま

せん。松田町との調整や協議を今後も重ねていくことが必要であり、方向性をまと

めるには時間を要するものと考えております。現在、松田町との間では、今後は有

識者を交えた上で協議していく方向で調整中です。 

以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（山本研一） 

４番、井上議員。 

○４番（井上慎司） 

町長から一定の御答弁をいただきましたので、再質問させていただきます。  

十文字橋は車の往来だけではなく、大変多くの歩行者の方も利用されております。

特に朝夕は吉田島高校さんの生徒さんが多数利用されており、地域のにぎわいにも

つながっています。 

橋梁の寿命は一般的には５０年程度と言われており、その考え方からすれば十文

字橋はもうとっくに寿命です。しかし、十文字橋は、まだその使命を地域の中で終

わってはいません。開成町中部東側地域に住んでいる多くの住民にとっては松田駅

あるいは新松田駅に向かう大変重要な橋であり、生活の一部と言っても過言ではあ

りません。 

御答弁の中で橋の橋梁を長寿命化させるための修繕計画を策定し適切な維持管理

を実施していくとのことですが、十文字橋の大規模改修を予定していない中で、今

後、十文字橋はあとどれくらい使用可能なのか、想定しているのでしょうか、伺い

ます。 

○議長（山本研一） 

街づくり推進課長。 

○街づくり推進課長（柏木克紀） 

ただいまの御質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

国が定めております耐震、そして長寿命化に向けた工事を実施している中で、あ

とどのくらい使命が果たせるかということの御質問だと思いますが、構造物に関し

ましては当然ながら寿命、健全度が落ちてきていることは確かではございますが、

今すぐに一般的な利用、一般的な自然現象の中では使用は続けられるものと思って

おりまして、あと何年使えるかという数字では明確にお答えすることができないと

思っております。 

以上です。 

○議長（山本研一） 
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４番、井上議員。 

○４番（井上慎司） 

ちょっと難しい質問をしてしまって、すみませんでした。ですが、この橋が今後

どうなっていくのかというところは地域の住民の方にとっては大変重要な部分です

ので、維持管理を進めていく中で、もし今後、こういう方向性だというのがある程

度見えてきたときには、速やかに地域住民の方にお知らせ願いたいと思います。  

十文字橋は開成町の単独管理ではなく松田町との共同管理のため、維持管理して

いくためにはしっかりと協議の場を設け、今後の政策や補修方法等を話し合って講

じていく必要があると思っていますが、御答弁の中では同じ方向性としてまとめる

には時間を要するとありました。時間を要するという理由を伺いたいのですが、私

が見ている限りでは十文字橋は開成町民の方のほうが多く利用しているのかな、松

田側から来る人よりも開成町側から向こうに行く人のほうが多いのかなという印象

を受けております。実際のところなのですが、十文字橋の維持管理について、開成

町と松田町では橋に対しての思いだとか温度差のようなものがあるのでしょうか、

伺います。 

○議長（山本研一） 

街づくり推進課長。 

○街づくり推進課長（柏木克紀） 

ただいまの御質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

松田町においても開成町においても、十文字橋の存在としては、さほど大きな差

があるものだということは認識はしておりません。当然ながら開成町の方が新松田

を利用される場合においては十文字橋を通りますけれども、松田町の方が開成町内

にお買物に来られる場合においては当然ながら利用されている、地域の方が利用さ

れている頻度は変わらないと思っております。ですので、重要度の差が大きく違う

かということであれば、そのようなことはないと認識はしております。 

以上です。 

○議長（山本研一） 

４番、井上議員。 

○４番（井上慎司） 

特に温度差はないということで、その部分は安心したのですが、そうであれば同

じ方向を向いて同じものを共有して、あまり時間をかけずに方向性というものを決

めて進めていっていただけたらと思っております。 

次の質問なのですが、自動車での移動の場合は新十文字橋や足柄大橋を利用して

も不便はありませんが、徒歩での移動の場合は別の橋を迂回するということは現実

的ではありません。今後、強度不足などの理由により自動車の通行が不可能になっ

た場合、強度に耐えられないとなった場合なのですが、こういった場合に十文字橋

を廃止せずに歩行者のみ、あるいは歩行者と二輪車のみに限定したような形で橋を

存続させていくような形というものは可能なのでしょうか、伺います。  



－４８－ 

○議長（山本研一） 

街づくり推進課長。 

○街づくり推進課長（柏木克紀） 

ただいまの御質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

当然ながら、車が通行できないというところが起こらないということはないと思

います。ただ、それを阻止するために当然ながら５年に一度、健全度の点検をして、

今あるべき橋が維持できるように修繕を松田町と行っておりますので、そのような

事態が起きないようには修繕をしていきたいと考えております。 

ただ、将来的に、あと５０年、１００年、仮にですけれども、そのままの状況で

通行ができない、車の通行ができないということになれば、耐荷重が軽いもの、歩

行者や二輪車等が通行専用道路として整備することがないとは言い切れないかなと

認識はしております。 

以上です。 

○議長（山本研一） 

４番、井上議員。 

○４番（井上慎司） 

可能性があるのであれば、それが５０年先の話であったとしても、しっかり松田

側とは協議を進めていってほしいと思っているところです。よろしくお願いいたし

ます。 

最初の１項目めの質問で２０１号線をシンボルロードとなるように整備していき

たいとの答弁がありましたが、２０１号線からそのままつながる十文字橋も開成町

のシンボルと位置づけ、２０１号線と十文字橋、一体的な整備を進めていくべきだ

と考えておりますが、十文字橋を開成町のシンボルの１つであると捉えて、今後そ

ういった考えを持っていく考えはおありでしょうか。 

○議長（山本研一） 

副町長。 

○副町長（石井 護） 

行政の組織としてそういう考えがあるかという問いですと、ないとお答えせざる

を得ないのですが、ただ理屈とすれば、まさに議員おっしゃるとおり、２０１号線

をそのような形で考えていれば、人の動きはおっしゃられるとおり新松田の駅等か

ら開成町、あるいは、あの辺の人たちは先ほども出ていました開成駅に行くよりは

よっぽど新松田駅のほうが近いわけですから、そういったことを考えて、やっぱり

道路、道というのは連続性というのが大事ですので、そういう理屈から言えば同じ

ようにシンボリックな橋にしていくのかなと。 

ただ、こればかりは言われるとおり半分松田町の管理、半分開成町なので、細か

く言えば、その手前の吉田橋という部分は、これは完全に開成町の管理なのですけ

れども、その辺のところもよく分析しながら進めていきたいと思います。  

○議長（山本研一） 
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４番、井上議員。 

○４番（井上慎司） 

今、副町長の御答弁の中であった道路の連続性と一体化というので考えれば、松

田町のほうでは駅前開発という話が出ています。そうなってくれば、当然ながら２

０１号線から十文字橋、そして新松田駅に向かうところの整備というので、開成町

だけでなく、松田だけでなく、地域一体となってこの地域全体を盛り上げていこう

という話にもつながっていくと思いますので、本当に、これは開成町と松田の協議

の中でしっかりと話を進めて、単独ではなく両町で盛り上げていくあしがら花火大

会のような形をまちづくりのほうでも展開していっていただきたいと思っておりま

す。 

最後の質問です。今後は有識者を交えた上で松田町と十文字橋について検討を協

議していく方向とのことですが、具体的な検討内容等は現時点で決まっているので

しょうか、ただ集まりを持ちますよというところで止まっているような状況なので

しょうか、伺います。 

○議長（山本研一） 

街づくり推進課長。 

○街づくり推進課長（柏木克紀） 

ただいまの御質問にお答えをさせていただきます。 

これから有識者の方、どのようなものに関して話合いを持っていくかというのは、

当然ながら、まだ明確に決めているところではございませんが、平成２８年度に実

施しました耐震補強設計も当然実施しております。その方向性も、いろいろな補修

方法がございます。どれを取っても当然ながらお金がかかるものではございますけ

れども、どれが有効的で、どれが長寿命化して、どれが地域のものとして有効にな

っていくのか、しっかりと専門の方を交えながら話していくことがやはり重要なの

ではないかというところで松田町と今、話をしているところでございます。  

以上です。 

○議長（山本研一） 

４番、井上議員。 

○４番（井上慎司） 

様々な有識者の方がいる中での話ですので、先ほども申し上げたとおり橋だけに

とどまらず、両町のまちづくりというところも絡めた中での話合いを進めていって

いただきたいと思います。 

今回の一般質問では、２０１号線と２０１号線につながる十文字橋について２項

目に分けて取り上げさせていただきました。開成町の中部地区は既存の生活環境の

中で大きな不便はなく、大きな不便がないからこそ様々な部分で優先度が低くなっ

てしまっており、優先度が低いことで小さな課題が積み上がっていっているのでは

ないのかなと思っております。 

開成町を３つのエリアに分けて表現する時代はそろそろ終わりなのではないかと
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思っているところなのですが、あえてなかなか話に上がってこない中部地域という

キーワードと、そこに暮らす町民の思いや願いに改めて目を向けていただきたく今

回の質問をさせていただきました。今後も優先度にかかわらず生活者目線でまちづ

くりを進めていっていただきたいと思っております。 

最後に町長からコメントがあれば、お願いいたします。 

○議長（山本研一） 

町長。 

○町長（山神 裕） 

２つ御質問をいただきまして、１つ目の２０１号に関しましては、将来的にシン

ボルロードとなるように状況を見極めながら先行取得に努めてまいりたいと考えて

おります。 

十文字橋に関しましては、もちろん松田町さんと非公式で本山町長と会話すると

きの１つの話題になったことは実際ありますけれども、あくまで非公式ということ

なので、今後、これは相当な深刻な問題だと思います。全国で公共インフラの老朽

化は、恐らく、今後１０年、２０年、３０年タームで見れば最も深刻な問題だと思

います。実際に生活に使っている橋がもう使えないということで、使用禁止で更新

しないという事例も全国、特に中山間地等で起きているのも現実だと思います。あ

らゆる可能性を探りながら、今後、町民の皆さんの利便性等が維持できるように一

生懸命取り組んでいきたいと、調査研究していきたいと思います。  

以上です。 

○議長（山本研一） 

４番、井上議員。 

○４番（井上慎司） 

２０１号線の都市計画道路の編入を再度お願いを申し上げて、私の一般質問を終

わりにいたします。 

○議長（山本研一） 

これで井上議員の一般質問を終了といたします。 

続いて、２番、吉田敏郎議員、どうぞ。吉田敏郎議員。 

○２番（吉田敏郎） 

２番議員、吉田敏郎です。 

通告に従い１項目について質問させていただきます。学校現場の現状と、さらな

る教育環境の整備を問うということで質問いたします。 

文部科学省は、これからの新しい時代にふさわしい学校づくりの在り方として、

「学校が楽しい」、「学校で仕事ができてうれしい」と教員、子どもが双方に幸せ

に感じるウエルビーイングな学校施設を創造していくことを提唱しております。将

来が予測困難な社会、複雑化・多様化するカリキュラム、教職員の多忙化、不登校

やいじめ、コロナ禍など、学校現場には様々な課題への対応が求められています。  

当町では、幼・小・中学校の長寿命化改修や１人１台端末の導入など多機能化が
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進められておりまして、また、産業医による教職員のメンタルヘルス対応もしっか

りとしております。しかしながら、昨年１２月２６日に文部科学省は、令和３年度

に精神疾患により休職に至った公立学校職員の人数は過去最多を更新したと公表し

ております。 

そこで、教職員が教職のさらなる魅力向上のために、また、幼児・児童・生徒が

さらなる学校生活向上のために、次なる事項について質問いたします。１つ目とし

て教職員の働き方改革の現状と課題は、２つ目として幼児・児童・生徒の学校生活

の現状と課題は、３つ目として教職員のメンタルヘルス対策は、４つ目として公立

学校、当町の公立学校体育館へのエアコン整備をということで質問をいたします。

よろしくお願いをいたします。 

○議長（山本研一） 

教育長。 

○教育長（井上義文） 

吉田議員の御質問にお答えいたします。 

１つ目の教職員の働き方改革の現状と課題はについて、お答えいたします。  

社会環境の変化に伴い、学校を取り巻く環境は、いじめ、不登校や子どもの貧困

問題など複雑化、多様化しており、学校に求められる役割も拡大するとともに、情

報教育や外国語教育の充実などの新しい教育への対応等も求められております。  

こうした中、神奈川県教育委員会が実施した教員の勤務実態調査の結果から教員

の長時間勤務の実態が明らかとなり、教員が心身ともに充実して子どもたちと向き

合い、誇りや、やりがいを持って職務に従事できる環境を整備することが学校教育

の発展につながることから、持続可能な学校における指導運営体制の構築を目指し

て働き方改革を進めていくことが喫緊の課題となっております。 

働き方改革の推進に当たり、県教育委員会では、神奈川県教員の働き方改革検討

協議会からの意見や国の動向を踏まえ神奈川の教員の働き方改革に関する指針を策

定し、この指針を基に、県及び市町村教育委員会において、学校に課されている負

担を軽減し連携を図りながら総合的な取組を実施しているところです。  

具体的な動きとして、県では業務の明確化、適正化により教員の軽減負担を図る

ことや、チームとしての学校の体制整備に向けスクールカウンセラー、ソーシャル

スクールワーカー等の専門スタッフや部活動指導員等の外部人材の参画を進めてい

くこと、保護者や地域住民等との適切な役割分担を進める観点も重要であることか

ら学校運営協議会等の活用などを進めております。 

開成町においても働き方改革を推進し、教員の健康及び福祉の確保を図ることに

より学校教育の推進の維持・向上に資するよう、時間外在校等、時間の上限設定及

び職員の在校時間の管理を一元化するためのＩＣカード導入や勤務時間外の留守番

電話設置、長期休業期間中の休暇取得推進のための学校閉庁日の設定、給食費の公

会計化等を実施しております。 

課題といたしましては、今後も働き方改革の実効性を高め様々な課題解消を達成
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するために、教職員の意識改革を一層進めるとともに保護者や地域等に向けた教員

の働き方改革に関する理解促進を積極的に図っていく必要が上げられ、県や学校、

関係団体との連携を深めながら働き方改革の一層の推進に努めてまいります。  

次に、２つ目の幼児・児童・生徒の学校生活の現状と課題はについてお答えしま

す。なお、幼児・児童・生徒の学校生活の現状については、いじめの状況、課題に

ついては教職員の配置等についてのお答えといたします。 

令和４年度、神奈川県問題行動・不登校等調査の結果による開成町の小・中学校

におけるいじめの認知件数は１７７件でありましたが、現時点ではおおむね解消さ

れている状況です。いじめの認知件数は増加傾向にあり、全国的な傾向と一致して

おります。増加傾向の理由としては、比較的ささいな事案についてもいじめとして

認知するようになったことや、各学校にて早期発見・早期対応を図るために定期的

なアンケート実施による積極的な実態把握が図られていること等に起因していると

考えております。 

いじめの対応については、小学校では冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌

なことを言われる、軽くぶつかられた、たたかれたり蹴られたりする、仲間外れ、

集団による無視などがあり、中学校では冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌

なことを言われるがほとんどとなっています。いじめ対策といたしましては、引き

続き定期的なアンケートの実施等により日常的な見取りを充実させ、いじめの早期

発見・早期対応を心がけ重大事案につながらないよう努めるとともに、各学校にお

いて人権教育の充実を図り、誰もが認められ居場所のある学級づくりを推進し、い

じめの起こりにくい風土を醸成してまいります。 

学校生活の課題については、全県的な教職員の不足が進行しており、今後も教職

員の働き方改革やメンタルヘルス対策の推進に努めてまいります。 

また、開成町は人口増加に伴う児童・生徒数の増加が今も続いており、これによ

る普通学級及び特別支援学級のクラス増、クラスも増加傾向にあるため、一般教室

をはじめ諸活動に活用できる部屋の不足が懸念されているところです。今後も児

童・生徒数の推移を注視し、適切な対応策を検討してまいります。  

次に、３つ目の教職員のメンタルヘルス対策はについてお答えいたします。  

教職員の精神疾患による全国の病気休職者数は５，０００人前後の高い水準で推

移しており、教職員不足の状況や臨時的任用教員等の確保が難しい中での病気休職

者の増加は、学校現場や児童・生徒に対する教育への影響、教職の魅力低下にもつ

ながるおそれがあります。 

開成町におきましても複数名の教員が精神疾患による病気休職を取得した事例が

見られ、休職による影響としては、途中で担任等が変わることによる児童・生徒に

対する教育への影響や、填補や代替の必要が生じ周りの教職員への負担増や学校運

営全体への影響が生じております。 

町でのメンタルヘルス対策については、教職員の安全と健康確保に向けて管理職

を通じた良好な職場環境、雰囲気の醸成等の取組の推進、全教職員を対象とするス
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トレスチェックの実施、長時間勤務者への産業医による相談窓口の設置や面接指導

の適切な実施、働き方改革の取組の推進における勤務時間管理の徹底等に取り組ん

でおり、引き続きメンタルヘルス対策を推進するとともに状況や必要に応じた取組

等の充実を図ってまいります。 

最後に、４つ目の公立学校体育館へのエアコン整備をについてお答えいたします。 

地球温暖化等を受けた気候変動などの影響から、子どもたちの命をも脅かす環境

下において熱中症対策は喫緊の課題であり、体育館への空調機設置の必要性は高ま

っていると認識しております。特に、利用頻度の高い文命中学校におきましては、

教育的に重要な位置づけである部活動の地域移行の推進とも併せて計画に位置づけ

た上で、なるべく早い時期の空調機設置を進めていきたいと考えております。 

なお、開成小学校及び開成南小学校についても熱中症対策の必要性に対する認識

は同様であり、施設の利活用や空調機設置に伴う様々な影響等を調査するとともに、

経費や設置効果、機種の選定等について、先進事例を参考に研究を進め計画的な対

応に努めてまいります。 

以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（山本研一） 

２番、吉田議員。 

○２番（吉田敏郎） 

２番、吉田です。 

教育長より非常に詳細にわたり答弁をいただきました。これから再質問に入りま

すけれども、その前に少しお話をさせていただきます。 

学校の働き方改革が本格的に始まりまして４年がたちました。今年度は教員勤務

実態調査の結果を踏まえて処遇改善の議論が進むことを期待しているが、残念なが

ら教員の健康被害の状況は一向に改善されない。これは令和４年９月に通常の１週

間の様子を尋ね、全国の公立学校の教職員９，７０２人からの回答を得た中でのあ

れです。その中で平日１日の平均在校等時間は１０時間３５分、令和５年に教職員

給与特別措置法、いわゆる給特法が改正された後も長時間労働が改善されない実態

が明らかになっております。 

現在、平日１日の勤務時間の平均時間は先ほども申しましたけれども１０時間３

５分で、正規の労働時間の勤務時間の７時間４５分を大きく上回っております。ち

なみに小学校では１０時間３１分、中学校では１１時間６分、特別支援学級では９

時間５２分、高校では９時間４２分、１週間当たりの平均時間外労働時間は２３時

間３５分、月に計算すると、換算すると９５時間３２分で、厚生労働省が示す過労

死ライン８０時間を超え長時間労働が常態化している実態が改めて浮き彫りになっ

ております。 

働き方改革も非常に大変でありますけれども、大事でありますけれども、環境整

備、条件整備の充実により働かせ型働き方改革も進めていかないと、教育現場の魅

力が非常に乏しい衰退産業になってしまうというのも懸念されます。５類になった
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コロナ禍の後、ようやく学校が正常に戻ったと思ったら、かえってやることが増え

てしまったということがないよう、いま一度、点検していくことも必要なのかなと

いう。 

これは、そういったアンケートを取った、また、そういう調査をしたときのシー

ンの中のあれですので、これから私、再質問する中には、教育長から非常に詳細に

わたって開成町の在り方をいろいろ答弁していただきました。その中で私が現場の

先生方にお話を聞いたりとか、そういった中を踏まえて自分の考え等々といったこ

とに対してこれから質問したいと思いますので、細かいことになるようなことがあ

るかもしれませんけれども、そのときは遠慮なくどうこう言っていただきたいと思

いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

それでは、再質問させていただきます。開成町において、私も議員になってから

いろいろな先生方にお話を聞き、また最近の開成町に異動してこられた先生方にお

話を聞きますと、開成町の教育環境は非常によいと。近隣の市・町から異動されて

きた教職員の方たちからお話を聞くと、必ずそれをおっしゃいます。 

そして、最近、開成町に異動された先生方にも聞きますと、特に印刷機やシュレ

ッダー、そういうのが非常にすばらしいものが入っているということの言い方では

ありませんけれども、印刷も待つことがなく、シュレッダーも何回もやることなく

できる、そういうことを開成町に来て非常に実感したと。開成町は、そういう環境

においては非常によくしていただいているということを改めて聞きました。本当に、

そういう効率が非常によいということで、先生からもお話を多く聞いております。

そういったことを踏まえて再質問させていただきます。前置きが長くて申し訳あり

ません。 

答弁の中で、町においても時間外在校等時間の上限設定、及び職員の在校時間の

管理を一元化するためのＩＣカード導入とか留守番電話の設置等の答弁がございま

した。その辺、もう少し詳細にわたって答弁をいただければと思います。  

○議長（山本研一） 

教育長。 

○教育長（井上義文） 

では、ただいまの御質問にお答えいたします。 

ＩＣカード云々というのは、出勤したときに業務管理用のパソコンで入力、そう

するとその方の出勤時刻が分かる、いわゆるタイムカードみたいなものです。退勤

時に、またかざすと退勤時刻が打刻されて、それを毎月、全教職員の分を教育委員

会事務局が集めて働き方、いわゆる時間的な働き方についてチェックを入れている

ところです。１００時間を超えるような方については、産業医の面談等も勧めたり

というような作業もしているところです。 

以上です。 

あと、もう一つは、すみません、もう一つ、何でしたっけ。 

○２番（吉田敏郎） 
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留守番電話です。 

○教育長（井上義文） 

ごめんなさい。留守番電話対応ですね。これにつきましては、先生方の勤務時刻、

時間は、幼稚園、中学校が８時勤務開始で１６時３０分までなのです。２つの小学

校については、８時２０分勤務開始で１６時４０分までという勤務時間なのです。

それ以降は勤務時間外のカウントになってくるということで、多くの学校で大体１

７時または役場の勤務が終わる１７時１５分で、もう留守番電話対応に変えている

状況です。 

といいますのも、学校現場の悲鳴としては、８時でも９時でも１０時でも１２時

でも電話がかかってくると。教育相談等々、忘れ物があるから取りに行ってよろし

いかとか、いろいろな問合せが入っている実態を切実に語られている状況もありま

したので、そのような留守番電話対応をいたしました。それは、いわゆる「営業終

了ですので、翌日８時以降、お電話ください」とか、そういうような音声対応も若

干出ています。そういう対応をしています。 

以上です。 

○議長（山本研一） 

２番、吉田議員。 

○２番（吉田敏郎） 

２番、吉田です。 

答弁、ありがとうございます。この留守電に関しては、特に留守電に関してなの

ですけれども、現場の先生から聞くと、このことに対しては先生方の精神的、また

逆に言うメンタルヘルス等々にも関連するように非常に先生方に喜ばれていて、今

までは本当に、今、教育長がおっしゃったように夜遅くまで電話がかかってくる、

それに対応する。また、保護者の方が今は皆さん働いている人が多くて、学校から

定時前に電話しても出られないので、また夜に仕事になっている場合にも、先生か

ら電話がかかってきても「今、仕事中だから夜にしてください」と、そういうこと

で対応してきた経緯を私も存じ上げております。また、先生方も、そのように非常

に苦労していることは承知しております。 

そして、そういうときに、やはり全てではありませんけど、中には非常に理不尽

なことを言ってくる方もいらっしゃるということで、非常にメンタル的に参る先生

も、特に若い先生においては、それを対応できずに非常に１人苦しみ、次の日の授

業にも差し障るようなことも聞いたことがあります。こういったことで開成町にお

いて留守電対策をしたということで、非常に先生方が喜んでいることは聞いており

ますので、その辺は改革の中でも非常にいいことをしているなということで私も理

解させていただきます。 

次に、もう１つ。４月の新学期のことに関してお話しさせていただきますと、新

任の先生をはじめクラスが変わった先生において、確かに新学期において準備期間

が非常に短いということ。それは毎年のその月の日付の曜日等々によって変わると
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きはありますけれども、例えば今年の４月等々だと２日ぐらいしか入学式、始業式

の間には準備する期間がないと。やはり４月１日の辞令交付の後からそういうこと

をしなければならないという、本当に短い期間があるということで理解しておりま

すけれども、そういうことに関して、これは現場の先生のお話を聞きながら私が提

案するのですけれど、入学式と始業式、これを別々の日にするということはいかが

なのでしょうか。 

○議長（山本研一） 

教育長。 

○教育長（井上義文） 

ただいまの御質問にお答えいたします。 

学校現場の、あるいは子どもたち、先生方への思いやりのある御発言、ありがと

うございます。今年度は、着任した先生方、それから新年度初め、子どもたちとの

初めての顔合わせの期間が今おっしゃられたように２日程度ぐらいしかなくて、上

郡を挙げて教育長会で相談をいたしまして始業日をずらしました。若干余裕を持た

せました。 

というようなこともあって、入学式と始業式も別に同じ日でなくてもよいのでは

ないかという話題も出ておりますので、そこは今後も、もうちょっと検討いたしま

して詰めていくようになるかなと思っているところです。 

以上です。 

○議長（山本研一） 

２番、吉田議員。 

○２番（吉田敏郎） 

２番、吉田です。 

今、教育長からそういうお話を答弁いただきましたので、本当、僅かな小さなこ

とかもしれませんけれども、そういうこともそういうふうに考えていただければ先

生にとっても児童・生徒にとっても非常に過ごしやすい学校生活が送れる準備がで

きるということで、よろしくお願いしたいと思います。 

また、もう１つ、またちょっと細かいことを質問させていただきますけれども、

４月に家庭訪問がございます。家庭訪問に関して、開成町は今いろいろ考えていた

だき先生からも聞いておりますけれども、希望制にしていると。家庭訪問に来て全

て、昔と違って、いついつどこどこの家に何先生が行くという決まりではなくて希

望制にしているということで、それは保護者にとっても親御さんにとっても非常に

いいことなのかなと思っておりますけれども、中には保護者の方が、どうしても学

校の先生が来るということで、会社を休んでまで家で待っていなくてはいけないの

かしらとか、そういう質問もあるそうです。 

そして、そういう中で、希望制といいますけれども、どうしても最初、先生、ど

ういう先生なのかということを保護者も知りたいし、先生も児童・生徒の家を知ら

なくてはいけないし、そういうことで家庭訪問があります。この家庭訪問というも
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の、教育長に質問しますけれども、この家庭訪問、やはり、ねば、やらなければい

けないのか、それとも少し考える余地があるのか、その辺の見解をお伝えください。  

○議長（山本研一） 

教育長。 

○教育長（井上義文） 

ただいまの御質問にお答えいたします。 

私としては、家庭訪問はやってほしいという立場でいます。というのは、先生方

も学校から出て地域を見てください。どんな通学路を通っているのだか、どこが危

険な場所だかなどなども含めて家庭訪問という発想、私は古いので、そういう発想

を持っています。 

ですが、先ほど議員がおっしゃったように、ここ数年は働き方改革の流れもある

のですが希望制になってきている。ただ、先生たちは、でも地域は回る、希望した

お宅には寄るというような希望制です。そのお宅だけしか伺わないのではなくて、

全部回るのだけれど玄関に入るのは希望したお宅というのがここ数年です。  

今、学校現場からは、もうそろそろ家庭訪問、なくてもいいのではないか、その

分、個別面談をもうちょっと充実していきたいのだがという現場からの声は上がっ

ていて、今後、町内の学校、校長等と私たちと検討していく材料にはなっていると

いうところです。まだ、どちらということでは言えませんが、検討材料の１つには

なっているということです。 

以上です。 

○議長（山本研一） 

２番、吉田議員。 

○２番（吉田敏郎） 

２番、吉田です。 

そういうことで、いろいろ少しでもいい方向になるように検討していただくとい

うことで、よろしくお願いします。 

その中で、答弁の中で一応、教職員の意識改革を一層進めるとともに、保護者や

地域等に向けた教員の働き方改革に関する理解促進を積極的に図っていく必要があ

るということで答弁をいただきました。このことに対して質問させていただきます

けれども、私も働き方改革、教職員のほう、先生方もやはり意識改革が必要だと思

います。そういった方で、いろいろ開成町の中でもやっているのを聞いております。  

また、町外、県外のいろいろな地域の例を見ますと、非常にそういうことで積極

的にし、職員室から働き方改革をしていこうということで、先生自らがいろいろ、

机の配置から、椅子をなくして立ったまま会議をするとか、朝の打合せをやめると

か、そういうことをして、いい意味で働き方改革をしているという事例もございま

す。 

そういった中で、開成町の中でも、名前を言ってしまうと開成南小学校では、教

育長は御存じだと思いますけれども、若い先生方が、特に、若い先生方が集まって
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月に１回、２回と、どういうことをしていこうかという、そういう研修会、研究会、

会議を開いているということを伺いました。そして、若い先生方、職員も含めて、

先生方が１００枚の名刺を刷って、先ほど答弁にあったように地域の方たちとのい

ろいろなつながりも必要だということで、そういうところに出向いていき、商店な

どにも出向いていき、そういう方たちとお話をし、名刺を渡していろいろとお話を

して、そして、それを総合的な学習の時間に少しでも生き生きわくわくするような

授業ができるように、そういうことでいろいろな話合いをやっているということを

聞きました。 

この辺、教育長はもちろん御存じだと思いますけれども、この辺のことに関して

町として、教育長として、どういうお考えがあるか。また、このこと、教職員の意

識改革等々、これからもっとこういうことをしていきたい、こういうことをしてい

く予定がある等々がありましたら、お話しを願いたい。 

○議長（山本研一） 

教育長。 

○教育長（井上義文） 

ただいまの御質問にお答えいたします。 

先生方が積極的に地域へ出てというところは、私からすれば当たり前だと、仕事

の１つだという認識はあるのですけれども、それが時間内にできるかどうかという

ところが、またネック、みそです。相手方もいらっしゃるので。ただ、大いに地域

に出ていってほしい。これは、私、ずっと言い続けているように、ローカルに学ん

でグローバルにも活躍できる人たちをつくるためには、特に小学校年齢では地域に

どっぷりと入っていってほしい。そのためには、先生方が地域にどっぷりと入って

分からなくてはいけない。それを教材化しなくてはいけないという意味では、先生

方の資質向上のためにはよい傾向だとは思います。 

「ただ」なのですが、そういうことをすると、ノートの点検、丸つけ、教室環境

の整備等は何時になるやらというところを危惧するわけです。あるいは打刻は勤務

時間内だけれど、実は家に持ち帰って仕事をしているなどなどもありはしないかな

という危惧もあるのです。ということで、先生方の今やっている業務の中で削れる

ところが何かないのだろうかというところは各職場でも精選していただきたいし、

私たち教育委員会事務局としても、よくよく学校現場を知って、そこはいわゆる教

員の仕事でなくてもよいのではないかという提言もできるかなと思っています。  

できるだけ、先生たちの第一の本務としては授業の質を高めるということだと思

っていますので、その部分でのバックアップはもっともっとやっていきたい。教育

委員会事務局としては、働きやすい職場環境はつくれても、働きがいの部分は、や

はり現場で工夫して働きがいを盛り上げていっていただけたらと思っているところ

です。 

以上です。 

○議長（山本研一） 
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２番、吉田議員。 

○２番（吉田敏郎） 

２番、吉田です。 

今、教育長の考えは分かりました。そういうことで、積極的にそういう行動をし

ていくうちに、また、今、教育長がおっしゃったように働きがいのある、そういう

ことが芽生えてくるのかというふうに理解していきたいと思いますけれども。  

もう１つ、こういうことを皆さんに知っていただきたいということで、あえて発

言させていただきますけれども、同じ学校で児童から発言があって昼休みを少しで

も長くしてほしいなと。そういう発言があったということで、校長先生をはじめ先

生方がいろいろ協議をし、一月でしたかね、一月に１回ですか、昼休みの後の掃除

の時間をやめて昼休みを少しでも長く時間をするということで、そういうことで子

どもたちがわくわくしているということも聞きました。こういったことに対して、

また教育長はいろいろな面があると思いますけれども、それに関しても教育長の考

えをお伝え願いたい。 

○議長（山本研一） 

教育長。 

○教育長（井上義文） 

ただいまの御質問にお答えいたします。 

とてもいいなと思います。そのような子どもたち、そのような職場、大いに子ど

もの主体性は大事にしていきたい、子どもたちの主張は、認めてよかろうと思うと

ころはどんどん認めて学校運営に反映させていってくれればいいかなと思っている

ところです。今、文部科学省が進めている主体的な学びのある子どもたちとかとい

う部分でも、提案型の子どもたち、とてもいいなと、育っているのだろうなと思っ

ています。総合的な学習の時間を磨けば磨くほど大人に求めてくる子どもができる

はずなので、そういう意味では、しっかりと教育をしている現場なのだなと思って

いるところです。 

以上です。 

○議長（山本研一） 

２番、吉田議員。 

○２番（吉田敏郎） 

２番、吉田です。 

教育長の思い、「すてきさん」を含めた思いがあると思いますけれども、本当に

そういうことを児童が自らやったということで、私も非常に耳を傾けて聞きました。 

また、開成小学校のほうでも、同じようなことではありませんけれども、いろい

ろそういうことを工夫して、児童からの発言でいろいろやって、また、やろうとし

ているということも聞きました。本当に、これからもしっかりと、そういうことを

教育委員会にもいろいろな意味で後押しをし、お願いしたいと思います。  

また、ほかに質問が頭に浮かびましたら後でしますけど、次に、令和４年度開成
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町の問題行動・不登校等調査の結果、当町の小・中学校のいじめの認知件数は１７

７件あると、しかし、ほぼ解消しているという答弁をいただきました。この１７７

件というのは１年間の数字だとは思うのですけど、私は「ああ、こんなにあるのか

な」と感じました。率直に。この辺、もう少し、先ほど答弁の中にもいろいろ、ち

ょっとしたことでもだというのも言われましたけれども、もう少し、この辺、詳細

にわたって答弁をお願いします。 

○議長（山本研一） 

教育長。 

○教育長（井上義文） 

ただいまの御質問にお答えします。 

まず、開成町、どんどん幼児・児童・生徒が増えているというところで数字をお

話ししますと、幼児・児童・生徒、幼・小・中の町立学校に通っているお子さんた

ちの合計が１，８７５人です。たしか、今月の広報紙の一番後ろの開成町の人口が

１万８，８００でした。１万８，８００分の１，８７５、１０人に１人が町立学校

に通っているという状況の中で、多様なお子さんがいますというところがまずあり

ます。 

それで、法律的に、例えばですけど、お隣のお子さんに「ねえ」と手をかけた。

いじめられたといえば、いじめなのです。法律的には、もうそれはいじめ。その人

が「嫌だった」と言えば、いじめというカウントをしなさいと、そういう法になっ

ているというところで。例えば、ちょっとした口げんかをして、お家に帰って「何

とかちゃんに意地悪された」、「いじめられた」と言ったら、もうそれは認知しな

くてはいけないというのが今の法になっているというところで。 

認知件数が多いということは、それだけ学校に情報が入ってきているという部分

もあるわけです。というところで、カウント数は多分、全国的に増加傾向になって

いるかと思います。特に、開成町にお勤めの皆さんは子どもの数も近隣よりは多い

ということで、様々な情報も入ってくるということで、いわゆる認知件数も多くな

っているのだと思っています。 

解消したか云々というところについては、法的に３か月間、何もなければ、その

後、指導して３か月間、何もなければ解消したとみなすというところでカウントし

ていますので、そういう意味では、年度を越えている場合は集計から漏れている可

能性があるのですけれど、年度内でほとんど解消しているというデータ上の情報で

あります。 

以上です。 

○議長（山本研一） 

２番、吉田議員。 

○２番（吉田敏郎） 

２番、吉田です。 

１７７件というのが、そういう意味で、いじめに全てそれが当てはまるというこ
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とで認知件数として１７７件あったということは了解いたしました。解消したとい

うことも、そういうことなのかなと。 

改めて質問させていただきますけれども、今、開成町の小・中学校において、今

は解消したということでありますので、現在においては、そういういじめ等々の認

知件数は見当たらないということで理解してよろしいのでしょうか。 

○議長（山本研一） 

教育長。 

○教育長（井上義文） 

ただいまの御質問にお答えします。 

現在ゼロかというと、そうではありません。ただいまの１７７という数字は前年

度の集計ですので、今年度になってからの何かそういうような訴えがあれば、もう

今年度のカウントで入っていますので、この時点でゼロということはないです。  

以上です。 

○議長（山本研一） 

２番、吉田議員。 

○２番（吉田敏郎） 

２番、吉田です。 

私の質問が悪くて。要するに、いじめ、当初のいじめという感じとしてのいじめ

という、ちょっと重大ではないけれども、そういういじめとしての対象的なものは

どうなのかなと聞くつもりが、そういう形で言ってしまったのですけど、改めて、

そういうものも今は存在しないということで理解してよろしいでしょうか。 

○議長（山本研一） 

教育長。 

○教育長（井上義文） 

すみません。お答えします。 

いわゆる重大案件等々は発生していないと私は認識しているところです。  

また、何も教育委員会、学校は子どもたちや家庭に指導していないのかと思われ

てしまうのも遺憾でありますので、その都度その都度、関係する子どもたちはもと

より、クラスで考えたり学年で考えたり、あるいは学校全体で急遽朝会等を持って

考えたりという時間は、短い時間ではあっても、そういうケアとか指導はしている

ところではあります。 

以上です。 

○議長（山本研一） 

２番、吉田議員。 

○２番（吉田敏郎） 

２番、吉田です。 

これからも、そういったことに関してはしっかりとお願いしたいと思います。  

続きまして、いろいろ職員が不足しているということもありながら、一般論とし



－６２－ 

て、働き方対策やメンタルヘルス対策等々、非常に開成町の中でも推進していき、

いろいろやっていただいていることは非常に先ほどの答弁の中で理解をさせていた

だきましたし、私も先生方の話を聞いていろいろ、そういうことに対してもしっか

りやっていただいているということで理解しております。 

その中で、通常学級や特別支援学級のクラス増も、増えてきたということで、適

切な対応をしていくという答弁もあった中で、これは開成小学校の先生からお話を

伺った中で私からお話しさせていただきますけれども、今の開成小学校のプールの

授業の件についてちょっとお話しさせてください。 

町の新庁舎を造るに当たり、プールを解体してから、南足柄の体育館でプールの

授業をやっております。これに関しては、先生を含め保護者の方、児童に関して、

カリキュラムを変えることなく、雨が降っても授業を変えることなく、また、ああ

いった施設でプールの授業ができるということで非常に喜んでいるし、先生方も本

当に助かっていると。我々議会としても、それに対してはいろいろ費用対効果の質

問をさせていただきましたけれども、理解をし可決、認めさせていただきました。  

その中で、もう一歩。現在、開成町のプールの授業に関して、支援員の方が、授

業に水泳の支援員の方が１人いらっしゃると。あと先生、あと保護者のボランティ

アの方が、授業を教えることはできないけれども、みんなの安全面のほうで目を配

ってくれているということは承知しております。 

その中で、年間８時間の水泳授業というのがありますけれども、その中でそうい

うちょっと遠いところに行きます。いろいろ往復の時間もかかるとなると、これは

先生からのお話で４０分の授業が４回程度ぐらいしかできないと。そのためには、

のときもあるということを聞きました。もし、支援員がもう１人、また支援員の方

を増やしていただければ、そういった全ての子どもに、泳げない子にもしっかりと

指導ができ泳げるようになることもできる。そういうことも含めて支援員の人の増

加をということのお話を聞きましたので、あえて私から支援員を増やすということ

の考えについてはどう考えているか、ぜひお答え願いたい。 

○議長（山本研一） 

教育長。 

○教育長（井上義文） 

ありがとうございます。今年度は開成南小で「足りなかったら私を呼んでいいよ」

と、「幾らでも教えに行くよ」という話はしたところですけど、支援員というか指

導員ですね、指導者と言ったらいいのか、確かに多ければ多いほどよろしいかと思

いますので、来年度に向けて、学校現場の話を聞きながら来年度予算に向けて検討

はさせていただけたらと思っています。 

あと、距離が遠い云々があろうかと思うのですけど、以前ぞろぞろと歩道橋を越

えてこちらまで来ていたことを考えれば、時間的にはそれほど大きく違わないかな

と。あと、近隣の学校のプールは、もう山の下のほうだったり道路端だったり、い

ろいろ移動が大変だという話も聞いておりますから、そういう部分ではまだ恵まれ
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ているかなという思いではいます。お答えになったかどうか。 

以上です。 

○議長（山本研一） 

２番、吉田議員。 

○２番（吉田敏郎） 

２番、吉田です。 

現場で先生のお話を聞き、私が勝手にそういう要望としてあったらいいのではな

いかということでお話をさせていただきましたので、これからも、ぜひそういうこ

とを検討していただいて、増やせることができるならば総合教育会議で町長に予算

を頼んで支援員の予算をつくっていただいて、そういうことをお願いしたいと思い

ます。 

また、あと、学校の授業の中での同じ支援員なのですけれども、支援のほうです

ね。学校の担任の先生が急に休みになったとか、いろいろな事情で担任の先生が。

そして、そういうときに校長、教頭先生が補填して授業をするということも、その

中で回して一生懸命やっているということも聞きます。以前からもそうですけれど

も、どうしても、それでもいっぱいいっぱいで先生が授業ができない、子どもたち

に対してそういう支援ができない、授業ができないということがあり得るというこ

とで、そういった中での学習指導員だったり、そういう指導員、支援員、そういう

意味の支援を増やしていくという考えはいかがでしょうか。 

○議長（山本研一） 

教育長。 

○教育長（井上義文） 

学校の現場を考えていただけた御提案、ありがとうございます。できるだけ人は

欲しいです。はっきり言いまして。各学校に人は欲しいです。もちろん、それはボ

ランティアさんであろうとよろしいのですけれど、冒頭申し上げたように多様なお

子さんがいます。というか、絶対数が多いですから、その中には多様なお子さんが

いるということもあるので、ストレートに言いますと人は欲しいというのが間違い

なく思っているところです。 

ちなみに今年度、県費教職員が９８です。それから、町費で皆様方にお認めいた

だいた町費の支援者、教員とは限りません、が７３です。開成町教育委員会が所管

する人は１７１名、ありがたいことに、たくさん人は就けていただいております。

感謝の念に堪えないのですが、さらに欲しいというのが偽らざるところではありま

す。また予算の時期になりましたら、詳しくお話ができたらいいなと思っていると

ころです。 

以上です。 

○議長（山本研一） 

２番、吉田議員。 

○２番（吉田敏郎） 



－６４－ 

２番、吉田です。 

そういうことは今、話を聞いて理解をさせていただきますけれども、確かに私の

説明がちょっと未熟なところもありますけれども、先生、要するに教員の免許を持

っている先生方、退職された、そういう方たちに、もちろんお願いしいろいろやっ

てくださっているのは分かりますけれども、それでいても人手が足りないというこ

とを聞いております。そういった中で、少しでもそういう方たちの支援がまだ得ら

れるかもしれないし、私、随分昔に言ったことがありますけれども、大学生に支援

を頼むということも１つの案なのかなということも質問させていただいたことがあ

りますけれども。 

そういって先生方がおっしゃるのは、先生のお話の中でですけれども、決して自

分たちが楽するためにそういうことを言っているのではないと。それは、ぜひ理解

していただきたい、分かってほしいと。世間的に、そういうふうになると、先生は

休みがいっぱいあるのにどうのこうのという、先生は世間知らずでどうのこうのと

か、いろいろな話がどうしても出てくることは承知しておりますけれども、そうい

った中で、やはり現場の先生は現場の先生で一生懸命やっている中で、どうしても

いっぱいいっぱいで支援員ができれば欲しい、あればあるほど子どもたちの将来の

教育のために。 

本当に、そういうふうに真剣に考えてお願いしているのですということもおっし

ゃっておりましたので、ぜひ、そういうところも考えて、これから教育長が主にな

ってそういう話を検討していただければなと思っております。どうでしょう、それ

に対しては。 

○議長（山本研一） 

教育長。 

○教育長（井上義文） 

ありがとうございます。何とか予算確保に向けて精いっぱい頑張らさせていただ

きたいと思っております。 

以上です。 

○議長（山本研一） 

２番、吉田議員。 

○２番（吉田敏郎） 

２番、吉田です。 

よろしくお願いします。 

４番目の公立学校へのエアコン整備をということで、これ、先ほどの教育長の答

弁の中では文命中学校に関しては非常に積極的な、やっていくよというような形の

答弁をいただきました。こちらなのですけれども、文命中学校に関して、まず質問

させていただきます。 

エアコン整備なのですけれども、部活動の地域移行ということも考え、また一昨

日の９月３日の防災訓練、文命中学校に参加した方からの話を聞きますと、「いや、
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暑い暑い。こういうときにやらなきゃいけないのかよ」と。すみません、そのまま

の言葉で言ってしまいましたけれども。あと、「防災訓練、この時期にやらなくち

ゃいけないのですかね。涼しいときにやってほしいね」と、そんな話を、これはあ

くまでも意見としての話です、そういうことがありました。 

そういうことを踏まえて、積極的に文命中学校に、まず最初にこういう設備をし

ていくよという答弁をいただいておりますけれども、これに関して教育長はこうい

うことをおっしゃっていた。町長として、突然振りますけれども、山神町長として、

こちらの文命中学校のエアコン設備、令和８年度には地域移行を進めていくという

話もあります。文命中学校に少しでも早くつけていただければなと思いますけれど

も、令和８年度までにつけていただけるか、それとも、それ以前にも前倒しでつけ

てくれるのか。その辺、今の現時点で町長の考えというよりも、この時期までには

つけたいという、そういうお話を、あったら聞かせてください。 

○議長（山本研一） 

町長。 

○町長（山神 裕） 

文命中学校の体育館へのエアコン設備につきましては、すみません、私も電気設

備関係、詳しくないところもあるのですけれども、まず設置に当たって前段階とし

てキューティクル等々の設置が不可欠であるという意味で、文命中学校には既にキ

ューティクルの設備が整っておるという状況がまずございます。加えて様々な利用

団体、授業、部活等々で総合的に考えまして、まずは文命中学校からと。  

私自身も、もちろん開成小学校であったり南小学校の体育館を利用したり、昨今

の命を脅かす危険な暑さというのを体感する中で、エアコン設備の設置というのは

どこの体育館におきましても同様に必要であるという認識はありますけれども、先

ほど申し上げたとおり文命中学校に対しては開成小、南小にはない事情もあります

ので、そこを先んじて、できるだけ早い時期にという思いであります。 

以上です。 

○議長（山本研一） 

２番、吉田議員。 

○２番（吉田敏郎） 

２番、吉田です。 

町長から、そういうお話を聞きました。はっきりした期限等々はなかなか言いづ

らいのは分かりました、事情等々で。でも、なるべく早く、少しでも早くというこ

とは答弁から伺えた気がしますので、少しでも早くそういう設備をお願いしたいと

思います。 

また、開成南小学校、開成小学校に関しても、いろいろな事情があって、その後、

少しでも早くそういう設備をという。老朽化もしているので、いろいろ、そういう

ことに関して、すぐに設置するのはそう簡単にはできないようなことも承知はして

おりますけれども、これだけの暑さの中、少しでも早くそういう設備ができれば、
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またまた町民の皆さんがいろいろな意味で、また児童・生徒がいろいろな意味で、

また保護者の方たちも部活動をこれから一生懸命支援してくれる人たちにとっても

非常に前向きな気持ちになると思うし、開成町に来ると生き生きわくわくする、わ

くわく感があるということをぜひ感じさせるような形で大いに進めていただきたい

と思っております。 

しつこいようですけど、私、いつもしつこいとみんなに言われるのですけど、質

問、もう一度、町長から公立学校のエアコン設備に対してお話を強くお願いします。  

○議長（山本研一） 

町長。 

○町長（山神 裕） 

文命中学校と開成小、開成南小との対応に時間の差があったり、同様にはいかな

いというあたりは先ほど御説明させていただいたとおりなのですけれども、環境に

対する課題はもちろん共有しておるかと思うのですけれども、一方で冷房機能とい

うのが１年中必要なわけではないという。短期間のみという事情もありますので、

例えば、文命中学校に仮に設置できた場合には、開成小、南小学校の体育館を御利

用の方を文命中学校にシフトできるのか、できるとしたらどれぐらいなのかという

ことも検証する必要があると思いますし。あと、開成小の場合は体育館が２階にあ

るという特殊事情もありますので、今までの設置されている扇風機とか室内に設置

する空調機等々の拡充によって何とか課題の解決の一部にでもなるのかどうかです

とか、これから検証しなければいけないことがあるという認識ではありますけれど

も、命を脅かす暑さということに対して、できることはやっていきたいと思ってい

ます。 

以上です。 

○議長（山本研一） 

２番、吉田議員。 

○２番（吉田敏郎） 

２番、吉田です。 

町長から、また改めてそういうことを聞きましたので、少しでも本当に早くよろ

しくお願いしたいと思います。 

働き方改革に関して、本当に細かい質問で恐縮しましたけれども、そういう形で

もいろいろと答弁をしていただきました。少しでも児童・生徒、また町民の皆さん

に開成町に住んでよかったというように、よくなるように、ぜひとも皆さん、しっ

かりお互いにやっていただければと思っておりますので、これからもよろしくお願

いすることを言いまして私の一般質問を終了といたします。 

○議長（山本研一） 

これで吉田議員の一般質問を終了いたします。 

暫時休憩といたします。再開を１５時３０分とします。 

午後３時１２分 
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○議長（山本研一） 

再開します。 

午後３時３０分 

○議長（山本研一） 

引き続き一般質問を行います。 

７番、今西景子議員、どうぞ。 

○７番（今西景子） 

皆さん、こんにちは。 

通告に基づき質問をさせていただきます。町民の文芸活動のために公共施設のさ

らなる利活用の考えは。 

住宅事情などから、自宅で子どもが集中して勉強したり音の大きな楽器の練習、

工芸や美術を行ったりすることが困難であり、そうした場所が欲しいという要望を

子どもや保護者からよく耳にします。町では、子どもの夏休み中、議場と町民セン

ターの会議室を学習室として活用し、町民に喜ばれ各メディアからも注目されまし

た。しかし、これは夏休みと期間が限定されており、今後もこのような公共施設の

活用は継続すべきと考えています。 

そこで、町民からの意見や要望に対し、開成町民センター、福祉会館、南部コミ

ュニティセンターなどの公共施設を利活用できたらと考え次の質問をいたします。

町民から公共施設において子どもから大人まで利用できる自習室、音楽練習室、美

術・工作室などのニーズがあることについて、町の認識は。公共施設の現状の利用

状況は。町民センター、福祉会館、南部コミュニティセンターなどの公共施設を子

どもから大人までの、より分野化された文芸活動の場所として提供することについ

て、町の考えは。 

以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（山本研一） 

教育長。 

○教育長（井上義文） 

今西議員の御質問にお答えいたします。 

１つ目の町民から公共施設において子どもから大人まで利用できる自習室、音楽

練習室、美術・工作室などのニーズがあることについて、町の認識はと、２つ目の

公共施設の現状の利用状況はについて、関連した御質問と思われますので一括でお

答えいたします。 

初めに、公共施設における自習室、音楽練習室、美術・工作室としての現状の利

用について御説明申し上げます。 

自習室の設置については、今年の夏休みは議場と町民センターの空き会議室を試

行的に自学・自習室として開放いたしました。また、町民センターにある図書室の

閲覧スペースやサポートセンターでは、通年、自習室として整備しております。  

音楽練習ができる場所については、町民センター、福祉会館、南部コミュニティ
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センターなどで利用ができます。しかし、完全防音ではないため、一部の施設では

太鼓や金管楽器等の大きな音が出る楽器は、音量の調整や消音器をつけるなど、大

きな音が出ない工夫の御協力をいただく必要があります。 

美術・工作ができる場所は、町民センター小会議室Ａで利用ができます。この会

議室は木製の作業台と水道場が設置されているため、用途に適した会議室となって

おります。 

次に、令和４年度利用状況についてお答えいたします。 

町民センターの令和４年度の利用者数は１万９，２０６人、そのうち音楽練習等

での利用者数は５７２人、美術・工作・手芸での利用者数は９０７人となっていま

す。また、図書室の閲覧スペースの利用者数は１，３５９人、サポートセンターの

学習・自習・読書を目的とする利用者数は３５７人となっています。福祉会館の令

和４年度の利用者数は１万９，９９８人、１日平均５６人、利用件数は１，３８９

回、１日平均４件となっています。福祉会館でも吹奏楽部や太鼓などが定期的に練

習等で利用されています 

次に、ニーズについてお答えいたします。 

町民センターの自学・自習室のニーズは、「町内に勉強できる場所をつくるべき」

や「図書室とは別に無料自習スペースをつくって勉強に集中できる場所があればい

いと思う」という御意見をいただいております。音楽練習室、美術・工作室のニー

ズについては、生活スタイルが多様化する中で一定のニーズがあると考えています。 

３つ目の町民センター、福祉会館、南部コミュニティセンターなどの公共施設を

子どもから大人までの、より分野化された文芸活動の場所として提供することにつ

いて、町の考えはについてお答えいたします。 

自習室については、７月２１日から８月２０日まで、小学生を対象に町民センタ

ーの空いている会議室を活用し自学・自習室として一般開放しました。利用実績に

ついては、開設日数３１日間、利用者数４３人、実人数１３人の利用がありました。

利用者アンケート結果では、利用者全員から「使ってよかった」、「また使いたい」

と感想をいただきました。このアンケート結果から、自学・自習室ができる場所の

ニーズはあると確認いたしました。 

今後、町民センターの会議室を利用した自学・自習室の実施の有無については、

既存の図書室の閲覧スペースやサポートセンターと調整を図り検討を進めたいと考

えています。また、音楽練習や美術・工作のできる場所については、町民センター、

福祉会館、南部コミュニティセンターなどの公共施設の会議室等で引き続き提供し

てまいりたいと思います。 

以上です。よろしくお願いします。 

○議長（山本研一） 

７番、今西議員。 

○７番（今西景子） 

御答弁がありましたので、再質問させていただきます。 
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今年度の夏休み、中学生以上を対象として試験的に議場を一般開放した結果、１

５６人の利用がありました。皆さんが今お座りになっている、まさにその席で学生

が勉強に励んでおりました。アンケートを実施した結果、回収率は９８％もあり、

自由記述回答率も非常に高く１４９件となり、静か、集中できる、勉強がはかどる

という肯定的な意見が目立ちました。「また利用したいか」という問いに対しては、

「また利用したい」が中学生、高校生、大学生などの利用者区分や住居地を問わず

９８％を占め、「利用したくない」は０人でした。高校生、中学生が利用者全体の

７０％を占め、学生の居場所となり、私としてはまさに感激です。議会としても、

議場を自習室として開放したことは大変意義のあることであったと考えています。  

御答弁の中で、町内の小学生を対象に町民センター会議室を利活用した自習室の

利用についても４３人、実人数で１３人の利用があり、「使ってよかった」、「ま

た使いたい」という感想を寄せられているということでした。 

さて、開成町にとって教育は一丁目一番地とおっしゃってくださる山神町長は、

この結果をどのように受け止めていらっしゃるか、御見解をお聞かせください。  

○議長（山本研一） 

町長。 

○町長（山神 裕） 

この夏休み、取り組んでいただきましたこと、具体的には議場と町民センターの

会議室を自習スペースとして開放いただいたことは、私も意義があったものと認識

しております。御利用いただいた人数に関しては、想定よりも多い、少ない、もし

くは設備の稼働率の観点であったり、公共施設の運営に係るコストの１つの指標と

して御利用者１人当たりのコスト等々、様々な議論はあろうかと思います。ただ、

私は今回開放いただいた施設全体としてニーズの存在が確認できたと判断します。

そのニーズに対して、次年度以降どのように改善していけばいいか、また潜在的に

眠っているニーズはないのか、そういった前向きな議論を今後も進めていきたいと

考えています。 

これらの事業を検証するに当たりまして、もちろん主たる目的は自習スペースと

いうことで勉強する場所を提供することにあろうかと思いますけれども、これら以

外にも少なくとも２つ視点があるのではないかなと私は思っています。１つは公共

施設の有効活用の視点、もう１つは子どもたちの居場所の視点です。 

公共施設の有効活用という点に関しては、私もかねがね、あらゆる全ての公共施

設の稼働率を上げることが課題であり、上げることが大事であると言葉にして訴え

てきました。公共施設は町民の皆様のものであり、町民の皆さんが使っていただい

て初めて意味があるものだと常々考えております。 

もう１点の子どもの居場所についても申し上げますと、絶対的な人数としては決

して多くはなかったかもしれませんけれども、リピーターの存在が確実に確認され

たという点は大きいかなと思っております。そこには、そこというのは議場であっ

たりサポートセンターの机であったり会議室が、家庭でも学校でもない第三の居場
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所として存在意義が確認された可能性があるのではないかなと解釈しています。 

私も夏休みのある日、町民センターをうろうろしていまして中学生４人組に出く

わしまして、同級生だったようなのですけれども、「宿題」と聞くと、３人は宿題

で１人は受験というような話をしながら、勉強しているのか、お話ししているのか

という状況ではありましたけれども、少なくとも、そこには確実に居場所があった

と私には見てとれました。繰り返しにはなりますけれども、リピーターの存在等か

ら子どもの居場所の一つであり、その視点からも、ぜひとも今後前向きな議論を、

具体的には継続をしていきたいと考えています。 

以上です。 

○議長（山本研一） 

７番、今西議員。 

○７番（今西景子） 

町長からもニーズの存在が確認できたということと居場所として実際に活用でき

た、これからも議論していくということで前向きな答弁をいただきました。大変う

れしく思います。 

では、次の質問に入らせていただきます。先ほどの御答弁の中で町民センターの

図書館の閲覧スペースやサポートセンターを通年自習室として整備したいという御

提示がございましたが、町民活動サポートセンターはホームページを見ると打合せ

や交流スペースとの記載であり、個人の自習での利用ができるとの記載がありませ

んでした。利用したいと思っている町民に１人で自習室として使っていいのか、分

かりにくい状況であります。利用したい町民に分かりやすい表示をすることについ

て、町のお考えをお聞かせください。 

○議長（山本研一） 

参事兼企画政策課長。 

○参事兼企画政策課長（田中栄之） 

それでは、お答えを差し上げたいと思います。 

ただいま、町民活動サポートセンターということでございました。サポートセン

ターと以降、表現させていただきますけれども、こちらは令和４年の１月にオープ

ンしてございまして、そのときに用途に合わせまして会議室と交流スペースを設置

してございます。そのうち御質問がございました交流スペースにつきましては、ち

ょっとした打合せ、それから作業、学習利用、Ｗｉ－Ｆｉを利用したパソコン、ス

マホによる作業などを想定して設置をしたものでございます。 

その中で、現在ホームページ上での表現を私も既に確認をしてございますけれど

も、そもそも目的欄というのが設けてございませんで、ただ使える人というところ

に「どなたでも」と表現をしていることで、どんな方がどんな理由であっても、そ

の利用方法の中でお使いをいただく分には自由ですよという意味での表現をさせて

いただいております。ただ、御指摘のように学習に使えるということが明示をされ

ていないということは事実でございますので、また改めて御検討させていただいて、
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必要であれば利用方法として明示をするということも考えていきたいと考えてござ

います。 

以上です。 

○議長（山本研一） 

７番、今西議員。 

○７番（今西景子） 

ありがとうございます。ちょうど９月の広報で「サポセンに行こう」という企画

がありまして、自習や仕事で使えることがアピールされていました。そこで、さら

に個人、１人でも利用できることを周知され、今後さらに利用者が増えること、町

民の皆様に有効に使っていただけることを期待しています。 

では、サポートセンターについて申し添えながら質問させてください。サポート

センターにおいて多数の利用者が重なり、打合せで会話をしているグループ、１人

で勉強している方と混在した場合、お互いに気を遣う場面が出てきます。今回、議

場の自習室としての一般開放に関してのアンケートの結果で「静かで集中できる」

という声が飛び出して多く見られました。 

サポートセンターは先ほどおっしゃっていたとおり目的というところで違ってく

るかもしれないのですけど、静かに自習したいという利用目的に対し環境的には難

しい、いいとは言い難い状況ですし、「町内に勉強ができる場所をつくるべき」、

または「図書館とは別に無料自習スペースをつくって勉強に集中できる場所がいい

と思う」という町民からの御意見が町に届いているとのことでしたので、夏休みの

議場の利活用と同様に使用頻度の低い公共施設の部屋を自習室にすべきと思います

が、いかがでしょうか。 

○議長（山本研一） 

生涯学習課長。 

○生涯学習課長（高橋靖恵） 

お答えさせていただきます。 

まず、重なると思いますが、現状について御説明させてください。図書室の閲覧

スペースやサポートセンターは、通年自習室でも利用できる多目的な場所として整

備をされています。また、今年度初めての試みで夏季に自学自習室として一般開放

しました会議室は、自学自習の専用の部屋となっております。３か所ともそれぞれ

によさがあり、使う方の目的で選択できるようになっております。  

教育長からの答弁でもあったとおり、今後、会議室を利用した自学自習室の実施

の有無については、既存の閲覧スペースやサポートセンターとの調整、あとはニー

ズなどを調査して実施の有無について検討を進めていきたいと考えております。 

以上です。 

○議長（山本研一） 

今西議員、質問は。はい。７番、今西議員。 

○７番（今西景子） 
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色分けということで承知しました。 

ちょっと質問させていただきたいのですが、図書館も自習室として通年整備して

いるというところなのですけれど、図書室に関しまして、「閲覧スペース」という

表記なので自習していいのか分からない状況があると思います。自習として使える

ということを分かりやすくしてほしいという利用者の声がございますが、お考えを

お示しください。 

○議長（山本研一） 

生涯学習課長。 

○生涯学習課長（高橋靖恵） 

ただいまの御質問にお答えさせていただきます。 

まず、図書室の閲覧スペースについてということですが、図書室の閲覧スペース

の目的について少しお話をさせていただきます。国の基準で、図書館資料の閲覧の

視聴や情報の検索に必要な施設整備を確保するように努めるものとなっております。

また、閲覧スペースは、それぞれの図書館によって図書室の資料を使って読書や調

べ物をすることを優先している閲覧スペースもあれば、持ち込んだ資料などで勉強

してもよい学習閲覧スペースにもなっております。 

開成町の場合には、後者のような学習閲覧スペースになっております。そのため

に、限られた場所を最大限に有効活用する多目的な場所として利用していただいて

おります。その点を踏まえて、「閲覧スペースで学習ができます」という内容につ

きましては、改めまして図書室の窓口や、あとはホームページでその辺を掲載させ

ていただきたいと思います。 

以上です。 

○議長（山本研一） 

７番、今西議員。 

○７番（今西景子） 

ありがとうございます。町民の皆様が、さらに快適に利用できると確信いたしま

した。よろしくお願いいたします。 

では、次の質問に移ります。 

御答弁の中で美術・工芸のお部屋として町民センター小会議室Ａが利用できる、

ここの会議室は木製の作業台と水道場が設置されているため用途に適しているとの

回答をいただきましたが、小会議室Ａという名称では美術・工芸室に適しているこ

とが町民に周知されているとは言い難い状況にあると思います。町民が明確に用途

を理解できるよう名称を変更するなどの調節について、町の考えをお聞かせくださ

い。 

○議長（山本研一） 

生涯学習課長。 

○生涯学習課長（高橋靖恵） 

ただいまの御質問にお答えさせていただきます。 
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今、議員がおっしゃったのは多分、小会議室Ａの名称を美術・工作室にするとい

うことだと思いますが、現在の会議室の名称は会議室の大きさが分かるような名称

となっております。大・中・小というような。今年度の改修工事を予定している中

では、老朽化対策が主な改修内容となっている関係で各会議室の利用環境の向上を

目的とする整備というものがないために、会議室の例えばリフォームとかをするの

であれば、それに伴った名称変更もやぶさかでないとは思いますが、現時点では会

議にも利用でき、美術にも例えば書道にも利用できるということであれば、今のま

ま小会議室Ａという名称にさせていただきたいと考えております。  

以上です。 

○議長（山本研一） 

７番、今西議員。 

○７番（今西景子） 

御答弁の中で、用途ではなく大きさにより名称が決まっているというお話があり

ました。実際に小会議室Ａにおいて、会議で使っている方と美術・工芸で使ってい

る方のどちらのほうが多いのでしょうか。お願いいたします。 

○議長（山本研一） 

生涯学習課長。 

○生涯学習課長（高橋靖恵） 

すみません。今その数字はちょっと持ち合わせていないのですが、感覚的には半

分半分のような感じはいたします。少ない人数での会議は小会議室Ａでというとこ

ろの団体もあられるので、半々と考えております。 

以上です。 

○議長（山本研一） 

７番、今西議員。 

○７番（今西景子） 

町民へのアナウンスとして、ホームページ上で各部屋の使用目的等を追記してみ

てはいかがでしょうか。 

○議長（山本研一） 

生涯学習課長。 

○生涯学習課長（高橋靖恵） 

ただいまの御質問にお答えさせていただきます。 

現在、町民センターのホームページについては、利用できる人数と１時間当たり

の使用料のみ掲載されていますので、そこに、どのようなお部屋の形態なのか、ど

れぐらいの広さなのか、またはどんな内容に適しているのか、あとはそのお部屋に

どんな備品があるのかといったところを、これからホームページに掲載をさせてい

ただきたいと思っております。 

以上です。 

○議長（山本研一） 
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７番、今西議員。 

○７番（今西景子） 

より分かりやすくなると思います。ありがとうございます。 

全体的に、公共施設の各部屋は団体で利用するものであり、個人では使えないと

思われ、多くの方の利用につながっていないと思っています。 

例えばなのですけど、町民センターは、大会議室、小会議室Ａ、中会議室Ａ、中

会議室Ｂ、小会議室和室、集会室Ａ、集会室Ｂ、福祉会館においては、多目的ホー

ル、楽屋、控室、多目的室、大広間、娯楽、教養娯楽室、地域交流室、団体利用コ

ーナーとなっております。この名前ですと個人で使えるということがあまり分から

ないかと思うのですが、これに対する対策等がありましたらお願いいたします。  

○議長（山本研一） 

生涯学習課長。 

○生涯学習課長（高橋靖恵） 

まず、町民センターのほうからお答えをさせていただきます。 

条例上で使える方というのは、個人、団体とは特別限定しておりません。「使用

しようとする者は」という形で書かれているものです。先ほど町民センターのホー

ムページの中で少し備品とか、そういった部分を掲載しますといった中で、個人で

も利用できます、団体でもできますというところで追記をさせていただきたいと思

います。実際に個人で利用されている方も何名かはいらっしゃいます。  

以上です。 

○議長（山本研一） 

福祉介護課長。 

○福祉介護課長（奥津亮一） 

それでは、福祉会館のほうをお答えさせていただきます。 

福祉会館につきましては、貸館業務を含め、現在、指定管理者が行っております。

ただいまの御意見、そちらは指定管理者に伝えまして対応させていただければと考

えております。 

以上です。 

○議長（山本研一） 

７番、今西議員。 

○７番（今西景子） 

さて、次の質問をさせていただきます。 

ダンスが学校教育で必修となりました。日本のダンス人口は６００万人以上と言

われています。フラ、バレエ、ヒップホップなどのダンス、太極拳、空手などを公

共施設で練習することは可能でしょうか。また、可能ならば、利用者から鏡がない

と満足な練習ができないという声が多く寄せられておりまして、全くそのとおりだ

と思います。町民センター、福祉会館において鏡の設置は必須と考えますが、町の

考えをお聞かせください。 
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○議長（山本研一） 

生涯学習課長。 

○生涯学習課長（高橋靖恵） 

町民センターについて、お答えをさせていただきます。 

まず、先ほど言われましたフラ、バレエ、ヒップホップなどの練習が町民センタ

ーでできるかというところなのですが、町民センターについては会議を目的として

いるところですので、例えば、運動のようにジャンプやボールなどの衝撃があるよ

うであれば、体育館やグラウンドなどでやっていただきたいと考えております。 

また、鏡の設置ということですが、一部、町民センターのアンケートを取ったと

きに鏡の設置の御要望がありました。今回、町民センターの改修をするに当たって

可動式の鏡を少し備品としてそろえようと考えております。また、それは改修後の

予算計上ができた後ということになりますが、検討させていただきたいと思います。 

以上です。 

○議長（山本研一） 

７番、今西議員。 

○７番（今西景子） 

ありがとうございます。必要な枚数等々も町民と話し合いながら進めていただき

たいと思います。 

○議長（山本研一） 

すみません、ちょっと。 

○７番（今西景子） 

はい。ごめんなさい。 

○議長（山本研一） 

福祉課長、手を挙げられたようなので、よろしいですか、今西議員。 

○７番（今西景子） 

はい、座ります。 

○議長（山本研一） 

では、お願いします。福祉介護課長。 

○福祉介護課長（奥津亮一） 

先ほどダンスの関係で福祉会館の利用が可能かということがございましたので、

そちらについてお答えをさせていただきます。 

福祉会館につきましては、現在、こちらとは直接には関係ございませんが、先ほ

ど答弁にもありましたとおり太鼓ですとか、そういったところで利用していること

がありますので、音の出るものについての利用制限等については特段の駄目だとい

うものはないと認識をしているところです。 

ただ、鏡につきましては特段、今、整備はしてございませんので、そちらがなく

てもお使いになるのであればというレベルでお使いをいただけたらと考えています。

指定管理のほうにも伝えますけれども、現時点で鏡の設置について速やかにという
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のは福祉会館では考えていないところです。 

以上です。 

○議長（山本研一） 

今西議員、すみませんでした。どうぞ、続けてください。 

○７番（今西景子） 

町民センターでは鏡の設置を今後検討していくけれど、福祉会館では今のところ

考えていないということでよろしいでしょうか。 

○議長（山本研一） 

福祉介護課長。 

○福祉介護課長（奥津亮一） 

福祉会館につきましてですが、町民センターと利用の目的がまず違うという点も

実はございます。その辺りを含めまして、各部屋をお使いになっていただく分には

構いませんがというところで今お答えをさせていただいたところです。  

以上です。 

○議長（山本研一） 

７番、今西議員。 

○７番（今西景子） 

自治会館などの集合施設で鏡が設置されているところがあり固定の利用者さんが

いらっしゃったり、また鏡があることで利用者さんの創出につながっておりますの

で、今後、ぜひ福祉会館のほうでも検討していただけたらなと願うところでござい

ます。 

では、次の質問に移らせていただきたいと思います。 

先ほどちょっと音楽の練習のことについても御答弁がありましたが、開成町では

子どもから大人まで音楽も大変盛んであります。例えば、サックスやパーカッショ

ン、トランペットなど音の大きな楽器の個人練習において、住宅事情により家では

練習できず近隣の市・町の公共施設を利用したり川原や車の中で練習しているので、

開成町に防音の練習室が欲しいと要望が寄せられています。町民センターと福祉会

館の改修に合わせて防音の部屋を整備する考えについて、お聞かせください。  

○議長（山本研一） 

生涯学習課長。 

○生涯学習課長（高橋靖恵） 

ただいまの御質問について、お答えさせていただきます。 

町民センターの改修に向けて防音の会議室というところでありますが、今年度工

事を進めている内容ですが、全体的に老朽化が進行していることと、あとエレベー

ターの保守部品が供給停止になることを中心とした老朽化対策のため改修工事を進

めております。そのために、防音を付加した会議室の整備は計画には入っておりま

せん。 

以上です。 
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○議長（山本研一） 

町長、よろしいですか。 

○町長（山神 裕） 

大丈夫です。 

○議長（山本研一） 

はい。７番、今西議員。 

○７番（今西景子） 

老朽化に伴う改修ということで、いただいた御答弁で十分理解いたしました。あ

りがとうございます。 

最後に町長にお聞きしたいと思います。音楽練習室について、防音ではないが利

用できる施設があると御答弁いただきました。ただし、音量の調整や消音器をつけ

るなど、大きな音が出ない工夫の御協力をいただく必要があるとの申し添えがあり

ました。しかし、町民のニーズは室内で思い切り音を出して練習をしたいというと

ころにあります。また、例としてサックスなど音量調整が不可能な楽器もございま

す。 

小田原市、私の調べたところ、小田原市、大井町、山北町、南足柄市、中井町の

近隣市・町では防音のお部屋が整備されております。すばらしい様々な文化団体が

活躍する開成町も防音の部屋を整備していくべきと考えますが、今後計画的に実施

していくため次期総合計画に盛り込むお考えはありますでしょうか。町長、お聞か

せください。 

○議長（山本研一） 

町長。 

○町長（山神 裕） 

まず、次期総合計画に限って言えば、今は町民の意識調査が終わった段階で、具

体的な内容につきましては本件に限らずこれからという状況にあります。  

防音対策を施した部屋につきましてですが、総合計画云々は申し上げたとおりで

ございますので、あくまで個人的な見解、思いをお伝えしますと、私は防音対策を

施した空間、部屋は整備したいとの思いであります。現在町内のニーズとしては、

文命中学校の吹奏楽、開成ジュニアアンサンブルが活発に活動されておることは皆

さん御承知のとおりだと思いますし、町の生涯学習講座の開講をきっかけに受講者

らでバンドが結成されたり、また、それ以外にシニア層で新たなジャズバンドが結

成されて町内の自治会等のイベントでミニコンサートを開いているような活動も見

られます。要は、確実にニーズが存在すると認識しています。 

私としても、駅前通り線沿線に構想を描いております複合施設の中に防音対策を

施した音楽スタジオを設置したいとの思いであります。駅前の複合施設として、ま

た日本を代表する官民連携事業として、ある意味有名で私も注目しておる、再三申

し訳ないのですけれども岩手県紫波町のＪＲ紫波中央駅前の複合施設においては、

音楽スタジオが何と２つもあります。この複合施設の中に入っている施設の中で、
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最も稼働率が高いというデータもあります。 

以上は私のある意味、勝手な思いであります。今後、まさに皆さんの御意見、市

場調査等も踏まえて考えていければと思います。 

ただ、一方で、開成町には民間事業者で同様のサービスを提供しているところも

あります。ですので、民業圧迫という視点も併せて大事になってくるのではないか

なと思います。ただ、それを解決するのが官民連携だとも思います。例えば、本当

に例えばで、あくまで仮定の話でありますけれども、その複合施設に民間の企業さ

んに入ってもらうであるとか、民間企業さんに町が施設はそのままで委託なりなん

なりをして利用させていただくとか、そういうウィン・ウィンの関係性というのは

築ける、そこがまさに官民連携のメリットだとも思います。 

防音対策を施した施設については以上になりますけれども、個人的な感想を述べ

させていただきますと、例えば、足柄大橋の下で演奏している人、九十間とかでト

ランペットを吹いている人を私も見ていますし、会話も実は結構しています。彼ら

は、必ずしも屋内にやる場所がないからというばかりではないのかなと。あえて屋

外で気持ちよく演奏したいという人のほうが多いという印象もありますし、聞いて

もらいたいという、そこに何か満足感があるのかもしれませんので、そこに、あえ

て彼ら、彼女のためにというふうな思いは今のところ私にはあまりないということ

を申し添えまして私のコメントとさせていただきます。 

以上です。 

○議長（山本研一） 

７番、今西議員。 

○７番（今西景子） 

町長、併せて今後の自習室についても、もしお考え等がございましたらお聞かせ

いただければ。自習室。今後の自習室。町長のお考えがありましたら。 

○議長（山本研一） 

町長。 

○町長（山神 裕） 

自習スペースについて。はい。今現在、この夏休み、実際に多くの施設を開放い

ただいて、そこにニーズが存在するという認識でおります。そして、先ほどの質問

にもありましたけれども、公共施設マネジメントの視点で将来的にも含めて、どれ

ぐらいのスペース、質と量が必要なのかというのは、これから十分に検証していか

なければいけないと思います。 

よって、私が構想を描いております駅前通り線沿道の図書館を核とする複合施設

の中、まさに図書館の中に自習スペースは相当程度充実させたいという思いは個人

的にはあります。ただ、それが全体として過剰になってはいけませんしという思い

は併せて持ち合わせております。 

一言「自習スペース」といっても、さっきサポートセンターの場所は静かに勉強

したい人としゃべっている人が混在というのがありましたけれども、まさに、例え
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ば、「自習スペース」と一言、言っても、個室なのか、グループ用なのかとか、静

かなスペースなのか、話してもよいスペースなのか。昨今の図書館はサイレントス

ペースとかといって完全に隔離しているようなところも多々ありますし、飲食可か

否かとか、様々なタイプの自習スペースがあると思います。ここら辺も、繰り返し

になりますけれども、町民の皆さんの声を伺って、市場調査をして、どこにニーズ

があってというのを行いながら、今後、将来的に進めさせていただければと願って

おります。 

以上です。 

○議長（山本研一） 

７番、今西議員。 

○７番（今西景子） 

ありがとうございました。夢が膨らみます。 

まとめとさせていただきまして、開成南小学校の施設開放が文化団体を生み、鏡

の設置が文化の更新につながった事例が開成町にあります。先ほど山神町長の中か

らも、まさにこの例を先ほど具体例として挙げていただいたと思うのですが、ニー

ズよりも先に施設を整えることで潜在的なニーズを引き出し、文化が生まれ、また

育っている現状が開成町にあります。勉強においても文化においても、町が施設を

整えることで町民の皆様の潜在的な需要を引き出し、山神町長の「もっといくぜ！

開成」の精神で、さらに開成町が向上していくことを願い、つたなかったのですが

私の一般質問とさせていただきました。ありがとうございます。 

○議長（山本研一） 

これで今西議員の一般質問を終了といたします。 

本日の日程は終了しましたので、これにて散会します。 

お疲れさまでした。 

午後４時１１分 散会 

 

 

 

 

 

 

 


